


 

 

 

天気・気候・自然現象とやまぐちのひとびと 

～文書館資料から～ 

 解説シート目次 

 

柱 No シート名 担当 

天気 1 大内氏と天気(1) 田村 

2 大内氏と天気(2) 田村 

３ 「天気」の見舞い  吉田 

４ 書状に見える気候の見舞い(1) 吉田 

５ 書状に見える気候の見舞い(2) 吉田 

6 あの日の天気は？～戦前の天気図から～ 山本 

7 日光浴から紫外線浴へ(1) 真木 

8 日光浴から紫外線浴へ(2) 真木 

9 お天気相談室 重田 

気候 10 雨乞の基準と手続き 重田 

11 天気と身近な信仰 河村 

12 山口県の気象調査(1) 河村 

13 山口県の気象調査(2) 河村 

自然現象 14 彗星・流星・日食と文書館資料(1) 山﨑 

15 彗星・流星・日食と文書館資料(2) 山﨑 

16 彗星・流星・日食と文書館資料(3) 山﨑 

17 「天文図解」～江戸時代の天文・暦学入門書～ 山本 

18 『康煕字典』と自然現象 吹屋 

19 関東大震災で被災した毛利家文庫 山﨑 

20 ルース台風と医療施設 真木 

 

 

 

 

 

 

 

 

挿図 表紙：「天文図解」(内田家文書和漢173)より「天象列次之図」／裏表紙：同「渾天儀図」 

  

印刷の関係上、画像が鮮明でない写真もありますが、このシート

は後日、当館のウェブページ(右 QR コード)上にカラーで掲載しま

すので、合わせて御覧ください。 
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天気   大内教弘書状(興隆寺文書26-7) 

大内氏と天気(1) 

《室町時代の自然現象》 

室町時代を生きた人々の営みと、天

気・気候・自然現象は、まったく無関係な

ものではありませんでした。 

当時の史料を眺めてみると、当日の天

気の情報が書き込まれていることは珍しく

ありません。とくに日記の場合、地震や台

風、さらには彗星(すいせい)のことなどが記

載されることもありました。 

しかし、当時の人々はそうした自然現

象を現代のように科学的に理解していた

わけではありません。その代わりに、彼らは

神仏に祈りを捧げることで加護を得て、安

全を確保しようとしました。 

《大内氏の雨乞い》 

 大内氏の氏寺・氷上山興隆寺に伝わっ

た「興隆寺文書」には、わずかに天気や自

然現象に関する記述が確認できます。そ

の中には、大内氏の雨乞いと待望の雨に

歓喜する人々の姿をみることができます。 

 上の書状によると、どうやら「国中」＝周

防国(長門国も？)では、雨の降らない日

が続いていたようです(翻刻は裏面)。 

 この書状が書かれた旧暦6月は、新暦で

はおおむね7・8月(夏季)に相当します。

飲料水の確保はもちろんのこと、農業では

水の管理に気を付ける必要がありました。 

 そこで大内教弘は、雨を降らせるために

「請雨祈祷」、いわゆる雨乞いの祈祷を興

隆寺に依頼しました。 

 念ずれば通ずなのか、それともタイミング

が良かったのかわかりませんが、祈祷は功を

奏し、大内氏は渇水という国を揺るがす危

機を脱したのでした。 

 

 

 

 

 

01 

① 

興隆寺文書 

(興隆寺1~28) 

氷上山興隆寺は、大内氏

の氏寺です。大内氏当主の

菩提寺は曹洞宗・臨済宗と

いった禅宗で占められますが、

興隆寺は天台宗です。 

興隆寺に伝わった「興隆寺

文書」には、他の寺院にはみ

られない宗教行事についての

文書が多数収められていま

す。大内氏を知る上では欠か

せない重要な文書群です。 
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 《誠にもって相叶う神慮を見たり》 

大内教弘は、子・政弘の幼名に「亀童丸」と名付けま

した。「亀童丸」とは、大内氏が信仰した妙見菩薩そのも

のと考えられています(第10回中国四国アーカイブズ

ウィーク「書庫に棲む動物たち」解説シート①参照)。これ

を名乗らせるということは、次期大内氏当主が約束されて

いることを意味しています。 

政弘もまた、子・義興を「亀童丸」と命名し、次期当主

として彼を確立したのでした。しかし、「亀童丸」が大内氏

当主となるためには、「亀童丸」を名乗るだけでは十分で

はありません。もうひとつの、ある通過儀礼がありました。 

それは、大内氏の聖域である妙見上宮(現山口市大内

氷上)に参詣するというものです。政弘は14歳、義興は10

歳の時に妙見上宮に参詣しました。参詣は2月1日に始ま

り、同13日に終わります(政弘の時は7日まで)。この期間

は、興隆寺の宗教行事「二月会(にがつえ)」の開催期間と

重なります。「二月会」は、大内氏領国全体を挙げて開催

される宗教行事で、とくに2月13日は、「二月会」の最終日

であり、翌年の同行事にかかる役を籤引きで決定する日で

もありましたから、最も盛り上がる日といえます。 

きっと大方がこの期間の快晴を願ったはずです。願いは

通じたのか、この期間は見事に晴れ渡り、人々は「誠にもっ

て相叶う神慮を見タ」のでした。 

多々良亀童丸（大内義興）上宮社参目録 「興隆寺文書」(興隆寺文書9-2) 

大内教弘書状 「興隆寺文書」(興隆寺文書26-7) 
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天気   『大内氏実録土代之十五 大内氏掟書 全』(近藤清石文庫98-15(20の15)) 

大内氏と天気(2) 

《掃除は雨の日に？晴れの日に？》 

現代と同じで、雨は降り続ければよいと

いうものではありません。上の史料は、「大

内氏掟書」に収められている築山社の掃

除に関する記述です。 

築山社とは、大内氏館北方に所在した

大内政弘の先代・教弘を祭る社のことで

す。もとは、教弘の隠居所として建てられた

居館でしたが、教弘が没すると、祭祀空間

に変容しました。 

つまり、この文書は、故・教弘を弔う社を

掃除することについての規則を定めた内容

と理解できます。 

ここで定められたことは、次の通りです。 

①掃除範囲は社頭から松原・小門まで 

②掃除の日にちは、毎月晦日 

③普請衆(掃除人)は家臣の所領百 

 石につき一人を差し出すこと 

④普請奉行人と普請衆の人数は事前 

 に決定 

⑤風雨(荒天)の時は、天気の回復を 

 待つように 

ここで注目されるのは、⑤の天気に関す

る記述です。荒天の時は天候の回復を待

ち、天候の回復後に掃除をせよ、というの

です。そして、掃除の範囲は、あくまでも①

にあるように屋外に限定され、社殿内は掃

除の範囲に含まれていません。 

わざわざ荒天時における築山社の掃除

についてのルールを明文化した大内氏に

は、聖域の掃除＝環境保全を家臣に担

わせることで、神格化した教弘への信仰を

彼らとも共有する狙いがあったのではないか

と考えられます。 

《悪天候の船渡し》 

「大内氏掟書」には、船渡しに関する記

述がわずかに残されています。 

たとえば、佐波郡を流れる佐波川につい

ては、人・荷物・馬・輿にかかる船渡しの船

賃が定められています。 

文書の背景には応仁・文明の乱

(1467～1477)があり、大内氏は軍を率

02 

大内氏実録土代 

(近藤清石文庫98-15) 

萩藩士・近藤清石の旧蔵

本「大内氏実録土代」は、大

内氏関係の諸史料を筆写し

てまとめたものです。 

「大内氏掟書」は、散発的

に発布された壁書をまとめた

ものです。「大内氏掟書」に

は、いくつかの伝本がありま

す。ここでは永田本を紹介し

ています(第17回アーカイブズ

ウィーク解説シート⑯参照)。 

② 
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 いて上洛をして戦いに明け暮れます。乱中は畿内と山口

の間を軍勢が行き来することになります。仮にこの規定が

有事に決められたものだとしても、荒天・夜中を問わず、

客が船賃を支払ったのであれば、船方はすぐに船を出す

ように、というのは船方に不利な内容といえます。 

少々、無茶な規定であるためか、支払われた船賃は

船の修理に充ててもよく、また自身の懐に入れてもよいと

され、課税の対象にはされていませんでした。 

《風があろうと、波があろうと》 

このほか、悪天候時の船渡しの規定については、「大

内氏掟書」に赤間関(現在の下関市)から小倉・門司・

赤坂(いずれも気現在の福岡県北九州市)の間を渡す規

定も確認できます。 

「風波のとき、いひえるままに船方とも賃をとるによりて、

毎度御法やふるなり、縦風波の時も、此御法たるべきなり」 

風が強く波が立つ時には、船方は言い値で船賃を徴収

していたようです。大内氏はこれを禁止し、定められた船賃

以上を徴収してはならないと定めました。 

船方の視点で作成された史料は残されていませんので

はっきりしたことはわかりませんが、値を吊り上げることで危険

な船渡しを回避していたともいえるかもしれません。 

『大内氏実録土代之十五 大内氏掟書 全』(近藤清石文庫98-15(20の15)) 
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天気   「記録所日記」明和7年10月28日条(徳山毛利家文庫「記録所日記」357) 

「天気」の見舞い 

《天候の見舞い》 

藩や大名に関係する江戸時代の日記

を見ていると、交流の一端として、見舞い

を行っている記事をよく目にします。 

病気に罹った際などが好例です。日記

の書き手が自ら患者のもとへ足を運んだ

り、使者を派遣するなど、その時の様子が

窺えます。 

天気に注目してみると、徳山毛利家文

庫の中に2つの見舞いの事例がありました

ので紹介します。 

《初雪》 

上の写真の囲みの部分は、明和7年

(1770)10月28日の「記録所日記」の

記事です。場所は徳山です。 

記事によれば、前日の夜中に初雪が

降ったことから、家老・用人ら藩士が徳山

藩7代藩主毛利就馴のもとへ御機嫌伺

いのため「御次」という場所まで出仕し、病

気でそれが叶わない者は使者を送ってき

た、とあります。他の年の日記にいつも同

様の記事が見えるわけではないため、初雪

が降ると藩主のもとに家臣が御機嫌伺い

のために参じることが定例化していた、とは

断じられませんが、そうした行為が行われる

場合があったとの指摘ができそうです。 

なおこの時は「寒冷強」と寒さが厳しかっ

たようで、当時下松にいた大殿様(5代藩

主毛利広豊)にも見舞いの手紙が送られ

ています(徳山毛利家文庫「御居間日

記」256/明和7年10月28日条)。 

《雷(雷雨)》 

雷…甚大な被害を及ぼしかねないこの

自然現象は、その発生のメカニズムを理解

している現代であっても、雷鳴や稲妻に対

して心理的に恐怖を感じる人が多いので

はないでしょうか。 

江戸時代の人々にとっても変わりなかっ

たようで、日記の中には雷発生に伴う見

舞いの記事がありました。 

03 

徳山毛利家文庫「福間隆廉

自記」3 天和3年5月21日条 

藩主毛利元賢の行状を正

そうと、天和3年(1683)5月

21日、家老たちが集まりまし

た。その時、元賢への是正点

の一つに挙がったのが上の写

真の「雷ニ御驚候事」。殿様

が雷に驚くことも、家臣には眉

をひそめることだったようです。 

元賢の名誉のために。翌年

の貞享元年(1684)6月7日

の激しい雷雨の際に、元賢は

雷に驚かなかったとありました

(「福間隆廉自記」6)。 
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 貞享元年(1684)7月8日深夜の江戸のできごとで

す。「甚雨迅雷」とありますので激しい雷雨だったのでしょ

う。徳山藩2代藩主毛利元賢のもとに、福間茂左衛門ら

が詰めることになりました。ところが、次第に雷が強まったこ

とから、彼らは「御寝所次之間」、つまり藩主が休んでいる

隣室に移動したようです。藩主の不安を少しでも和らげる

措置だったと思います。日記には多くの家臣が詰めていた

様子が窺えます。また、自身が出仕できない者は使いを

出して藩主の御機嫌を伺っています。その後、雨の静まり

(雷も落ち着いたのでしょう)とともに、詰めていた人々は引き

上げていきました。 

なお、この雷雨については、翌9日、外様大名衆は将軍

の御機嫌を伺うため、老中大久保忠朝に使者を派遣して

います。将軍を気遣う大名、大名(藩主)を気遣う家臣。

雷は身分の上下を問わず、相手を気遣う必要のある、薄

気味悪いものだったようです。 
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天気   御書御案文（徳山毛利家文庫「御書案文」3） 

書状に見える気候の見舞い(1) 

《大名の書状》 

江戸時代の大名(藩主)が出す書状の

内、親子兄弟など、ごく近しい親族に宛て

て出す場合を除き、他藩主などに出した

書状は、定型化されている印象がありま

す。確かに、格式と先例が厳しい時代、そ

れらを容易に変えることは、相手との関係

上、非常に難しいことでした。 

しかし、同じ内容を伝えるのに、一部の

書状には、季節に応じた気遣いの言葉

(文言)が付けられる場合があります(以

下、こうした言葉を「見舞いの言葉」と仮

称します)。ここでは徳山藩主の事例を見

てみましょう。なお、記録されている書状は

「書状案」とありますので、後に文言の修

正や送付日に変更が生じた可能性などが

あるかもしれませんが、ここでは記された日

にちに出された「書状」として扱うこととしま

す。 

《気遣いの文言の例》 

上と裏面の書状を比較してみましょう。  

上は、享保12年(1727)6月5日に井

上筑後守(政鄰〈まさちか〉、下総国〈現

千葉県〉高岡藩主)に出した書状、裏面

は翌6日に毛利讃岐守(匡広〈まさひろ〉、

長門国〈現山口県〉長府藩主)に宛てた

書状です。書状の日付から、いずれも暑

中の見舞いであると理解できます。井上筑

後守は勤務地(江戸)、毛利讃岐守は所

領(長府)と、その時にいた場所こそ違いま

すが、時期を考えれば暑いことには変わり

ません。 

2つの書状を見てみると、毛利讃岐守に

宛てた書状には、太字傍線部分で示した

「酷暑之節御座候得共」との言葉が添え

られています。現代語にすれば、「酷暑の

時期ではありますが」といったところでしょう

か。ただ、この言葉がなくでも、前述のよう

に、暑中の見舞状であることはわかります。

それにもかかわらず、こうした言葉がどのよう

な時に、誰に対して添えられるのでしょう

04 

徳山毛利家文庫  

「御書案文」 

徳山毛利家文庫「御書案

文」は、現在190点 を閲覧

利用に供しています。作成は

記録所です。原初のタイトル

は、「御書御案文」「御案文

控」「御書案文」など様々で

すが、藩主(または前藩主)が

作成する書状を書き留めてお

くという記録の役割に変わりは

ありません。 
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 か。今回、享保12年、徳山藩5代藩主毛利広豊が、国

元徳山から送った書状の事例を参考に考えてみることに

します(資料は徳山毛利家文庫「御書案文」３を使用し

ます)。 

《見舞いの言葉》 

下の【表】は、享保12年に出された書状の内、｢見舞

いの言葉」と考えられる言葉が入った事例を一覧にしたも

のです。 

【表】によれば、寒い時期では年の初めの「寒中」と、年

末に近づく頃の寒さを感じ始める「寒気」や「寒冷」、暑い

時期では暑い盛りの「酷暑」や「甚暑」、暑さが峠を越した

「残暑」などが見えました。当然ですが、気候が厳しく過ごし

にくい時期に「見舞いの言葉」が添えられています。 

使用時期ですが、「寒中」の言葉は1月～2月頃(享保

12年は閏月が1月にあったので、2月ではなく閏1月)、6月

に入ると「甚暑」「酷暑」の言葉が出始め、7月下旬から8

月には「残暑」に代わっています。また、10月の例もあります

が、おおむね11月から12月にかけては「寒冷」や「寒気」の

ほか、年頭に見えた「寒中」が使われています。 

「見舞いの言葉」の例は以上ですが、誰に使われたのか

は、次のシートで見ることにしましょう。 

一
筆
致
啓
達
候
、
酷
暑
之
節 

御
座
候
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、
御
堅
固
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重
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、
拙
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右
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ニ 

御
座
候
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恐
惶
謹
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、 

 
 

 

六
月
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日 

 
 

 
 

毛
利
讃
岐
守
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人
々
御
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  文言 年月日 宛先 

1 寒中 享保12年１月25日 伊達遠江守 

2 寒中 享保12年１月25日 酒井越前守 

3 寒中 享保12年１月25日 稲葉玄蕃 

4 寒中 享保12年１月25日 戸沢筑前守 

5 寒中 享保12年１月25日 南部甲斐守 

6 寒中 享保12年１月25日 毛利讃岐守 

7 寒中 享保12年１月25日 津田武左衛門 

8 余寒 享保12年閏１月２日 小笠原遠江守 

9 余寒強 享保12年閏１月15日 松平遠江守 

10 甚暑 享保12年６月４日 毛利讃岐守 

11 甚暑 享保12年６月５日 橋本前中納言 

12 酷暑之節 享保12年６月６日 毛利讃岐守 

13 甚暑之節 享保12年６月６日 吉川左京 

14 甚暑 享保12年６月９日 吉川左京 

15 甚暑之節 享保12年６月13日 松平遠江守 

16 暑気甚 享保12年６月25日 松平遠江守 

17 酷暑之節 享保12年７月15日 戸沢上総介 

18 甚暑之節 享保12年７月15日 津田武左衛門 

19 残暑之節 享保12年７月25日 井原市正 

20 残暑之節 享保12年８月18日 秋月長門守 

21 寒冷 享保12年10月 葉室中納言 

22 寒冷之時分 享保12年11月12日 吉川左京 

23 寒冷之節 享保12年11月26日 松平遠江守 

24 寒冷之節 享保12年11月22日 吉川左京 

25 寒気 享保12年12月４日 吉川左京 

26 寒気之節 享保12年12月５日 葉室中納言 

27 寒気 享保12年12月９日 桂主殿 

28 甚寒 享保12年12月15日 松平遠江守 

29 寒中 享保12年12月25日 稲葉玄蕃 

30 寒中 享保12年12月25日 酒井越前守 

【表】「見舞いの言葉」の記載事例 
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天気   御書御案文（徳山毛利家文庫「御書案文」3） 

書状に見える気候の見舞い(2) 

《見舞いの言葉が書かれる人々》 

次に、「見舞いの言葉」が添えられてい

る人物に着目してみましょう。 

裏面の【表1】は、享保12年(1727)に

発給された徳山藩主(5代毛利広豊)の

書状の中から、「見舞いの言葉」が添えら

れた人物と、徳山毛利家との関係を示し

たものです。 

【表1】からは、萩藩毛利家の分家筋に

あたる長府毛利家や岩国吉川家といっ

た、「毛利一族」と呼べる家のほかに、徳

山毛利家と婚姻関係のある人々に「見舞

いの言葉」が添えられる傾向が窺えます。

広豊夫人の父(義父)はもちろん、初代藩

主就隆、3代藩主元次の女の嫁ぎ先など

が見えます。 

【表2】は、就隆と元次の女のうち、他

家に嫁いだ人物の嫁ぎ先とその没年、およ

び「見舞いの言葉」の有無をまとめたもので

す。これによると、「見舞いの言葉」が添え

られた人物は、葉室頼孝を除き、享保年

間まで藩主の女が存命だった家に出され

ています。なお、3代元次の女が嫁いだ内

田正偏(まさゆき)ですが、「見舞いの言

葉」のみならず、【表1】にもその名がありま

せん。これは享保9年に夫人を疵付けたこ

とにより関係が途絶えたものと考えられま

す。 

一方、初代就隆の女が嫁いだ葉室頼

孝は例外で、宝永8年(1711)に夫人が

亡くなった後も「見舞いの言葉」が添えられ

ただけではなく、頼孝の子で橋本家の養子

となった橋本実松(【表1】では「橋本前中

納言」とある人物)にも同様な言葉が添え

られています。理由は詳らかではありません

が、公家という立場もあって、他とは異なる

対応だったのかもしれません。 

こうした徳山毛利家との縁戚以外の大

名にも「見舞いの言葉」が添えられている

例が見られます。このうち、戸沢家は、3代

元次がお預けの身となった際にその身柄を

引き受けた家です。このように、戸沢家との

05 

元次公従羽州新庄江戸迄

道中日記写(徳山毛利家文

庫「外礼方」145) 

徳山藩の再興がなった享

保4年(1719)、3代藩主毛

利元次が赦免され、配流先

の出羽国新庄(現山形県新

庄市)から江戸に戻る際の道

中日記です。 

新庄藩主の戸沢家とは、

徳山藩断絶事件が契機と

なって、交流が始まったと考え

られます。 
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 関係は窺えるものの、その他の家々(南部家など)に対し

ては、親しい関係との推測は立つものの、明確な理由は

今のところ不明です。 

大名以外では、萩藩士や旗本にも言葉が添えられて

いる事例がありました。 

《大名の出す書状をめぐって》 

江戸時代の大名が出した書状は、相手(宛先)との関

係を反映し、格式に基づく細かなルールに従って作られ、送

られていたはずです。ここで注目して見た「見舞いの言葉」

も、そうした事柄が根底にあったことでしょう。今回は享保

12年をサンプルとしましたが、江戸時代を通して見たり、差

出人の立場の違い(幼少か成人か、藩主か前藩主か、な

ど)を追ってみたりなどすることで、また異なる様相が見えてく

るかもしれません。 
【表1】享保12年の「見舞いの言葉」を含む文書一覧 

【表1】作成の出典となった「御書案文」3によれば、年始に幕閣等へ宛て

た書状については江戸から送ったとあり、毛利広豊がこの年に送ったすべ

ての書状を網羅しているわけではありません。 

【表2】就隆・元次の女の嫁ぎ先とその没年、 

     および「見舞いの言葉」の有無 

父(徳山藩主) 嫁ぎ先（夫） 没年 言葉の有無 

初代就隆 

岡部高成 延宝元年(1673) × 

葉室頼孝 宝永8年(1711) ○ 

京極高冬 延宝4年(1676) × 

酒井忠栄 享保3年(1718) ○ 

井上政敞 元禄12年(1699) × 

3代元次 

内田正偏 寛延2年(1749)   

稲葉正恒 享保11年(1726) ○ 

毛利元連 宝暦12年(1762) × 

  文言 年月日 宛先 宛先との関係 備考 

1 寒中 享保12年１月25日 伊達遠江守   伊予国(現愛媛県)宇和島藩 

2 寒中 享保12年１月25日 酒井越前守 初代就隆女嫁先 安房国(現千葉県)勝山藩 

3 寒中 享保12年１月25日 稲葉玄蕃 3代元次女嫁先   

4 寒中 享保12年１月25日 戸沢筑前守 元次流罪先 出羽国(現山形県)新庄藩 

5 寒中 享保12年１月25日 南部甲斐守   陸奥国(現青森県)八戸藩 

6 寒中 享保12年１月25日 毛利讃岐守 長府毛利   

7 寒中 享保12年１月25日 津田武左衛門   旗本 

8 余寒 享保12年閏１月２日 小笠原遠江守   豊前国(現福岡県)小倉藩 

9 余寒強 享保12年閏１月15日 松平遠江守 5代広豊室実家 摂津国(現兵庫県)尼崎藩 

10 甚暑 享保12年６月４日 毛利讃岐守 長府毛利   

11 甚暑 享保12年６月５日 橋本前中納言 徳山毛利縁戚 公家 

12 酷暑之節 享保12年６月６日 毛利讃岐守 長府毛利   

13 甚暑之節 享保12年６月６日 吉川左京 岩国吉川   

14 甚暑 享保12年６月９日 吉川左京 岩国吉川   

15 甚暑之節 享保12年６月13日 松平遠江守 5代広豊室実家 摂津国(現兵庫県)尼崎藩 

16 暑気甚 享保12年６月25日 松平遠江守 5代広豊室実家 摂津国(現兵庫県)尼崎藩 

17 酷暑之節 享保12年７月15日 戸沢上総介 3代元次流罪先 出羽国(現山形県)新庄藩 

18 甚暑之節 享保12年７月15日 津田武左衛門   旗本 

19 残暑之節 享保12年７月25日 井原市正 萩藩家臣   

20 残暑之節 享保12年８月18日 秋月長門守     

21 寒冷 享保12年10月 葉室中納言 初代就隆女嫁先 公家 

22 寒冷之時分 享保12年11月12日 吉川左京 岩国吉川   

23 寒冷之節 享保12年11月26日 松平遠江守 5代広豊室実家 摂津国(現兵庫県)尼崎藩 

24 寒冷之節 享保12年11月22日 吉川左京 岩国吉川   

25 寒気 享保12年12月４日 吉川左京 岩国吉川   

26 寒気之節 享保12年12月５日 葉室中納言 初代就隆女嫁先 公家 

27 寒気 享保12年12月９日 桂主殿 萩藩家臣   

28 甚寒 享保12年12月15日 松平遠江守 5代広豊室実家 摂津国(現兵庫県)尼崎藩 

29 寒中 享保12年12月25日 稲葉玄蕃 3代元次女嫁先 山城国(現京都府)淀藩 

30 寒中 享保12年12月25日 酒井越前守 初代就隆女嫁先 安房国(現千葉県)勝山藩 
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天気   「天気図」[大正12年(1922)8月30日午前６時](厚狭郡役所文書17-1) 

あの日の天気は？～戦前の天気図から～ 

《気象観測と天気図の作成》 

わ が 国 の 気 象 観 測 は、明 治5年

(1872)、函館に気候測量所が開設され

たことに始まります。そして明治8年、東京

気象台(のちに中央気象台と改称、現気

象庁)が業務を開始し、さらに明治16年

に天気図の作成が始まりました。下関測

候所(赤間関測候所、現下関地方気象

台)が設置され気象観測を始めたのもこの

年からです。翌明治17年からは天気図が

印刷配布されるようになり、1日3回、全

国の天気予報が発表されるようになりまし

た(気象庁ホームページより)。 

当館には天気図のまとまったものとして

①梶山家文書(中央気象台発行:明治

21年(1888)～明治24年)、②厚狭郡

役所文書(下関測候所発行:大正11・

12年・14年)、③県庁戦前戦後土木部

文書 (下関測候所発行:昭和19年

(1944)・20年)などがあります。これらの

中から、歴史の教科書に出てくる大きな出

来事が起こった日がどのような天気であっ

たのか見てみましょう。 

《大日本帝国憲法発布の日》 

大日本帝国憲法(明治憲法)は明治

22年2月11日に発布されました。下の図

は1日に3度作成されていた天気図のう

ち、2月11日午前6時のものです(「天気

図」〈梶山家文書207〉)。 

06 

天気図の入手「気象綴」 

(戦前戦後土木部406) 

厚狭郡役所文書の天気
図に、値段の記載がありま
す。これによると、大正12年
における、1年間の価格は16
円、半年が8円50銭、1か月
が1円50銭でした。 

写真の「気象綴」には、戦
時中、軍事機密として一般に
は配布されなかった天気図が
綴られています。これは県の
河港課が高潮や洪水予報の
ため、天気図の厳重な管理
に関して誓約書を書いた上で
特別に頒布されたものでし
た。表紙の赤い丸印の所に
㊙印が押されていました。 

⑥ 
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 天気概況は次のとおりです。 

「一個ノ低気圧ハ尚南東海岸ノ沖ニ、他ノ一ツハ根室

ノ南東方ニアリテ東部ハ気圧急降セリ、而シテ最高示度

七百六十四仏厘ハ長崎ニ滞留セリ、過半北乃至西方ノ

風吹キテ、西部ハ過半快晴ノ天気ナレトモ東部ハ少雨

或ハ少雪(銚子二十二仏厘ノ雪)降レリ」 

西日本は概ね晴れで、東日本の一部で雨や雪が降っ

ていたようです。午前6時の赤間関(下関)測候所の観測

データは、気圧761・風NW3・雨量7(24時間)・温度1

度・天候雪となっています。なお、気圧の「764仏厘」など

は当時の気圧の計測単位(水銀柱ミリメートル)による値

で、1気圧は760㎜Hgでした。 

「東京全市は十一日の憲法発布をひかえてその準備

のため言語に絶した騒ぎを演じている。到るところ奉祝

門・照明・行列の計画。だが滑稽なことには誰も憲法の

内容をご存じないのだ。」 

これは、お雇い外国人ベルツが憲法発布前の様子を

書いた有名な文章です。彼がこれを書いたのは憲法発布

の2日前、2月9日ですので、その日の天気図を見ると全

国的に曇り空でした。昼間の曇り空と憲法発布直前の街

中の狂騒を思い出しながらこの文章を書いたのでしょう。 

《関東大震災》 

大正12年年9月1日午前11時58分、未曾有の地

震が関東地方を襲いました。次は、下関測候所が発行

した午前6時の天気図です(「天気図」〈厚狭郡役所文

書17-1〉)。 

「弱キ台風ハ北東ノ進路ヲ取リ、一日朝ハ越前福井

付近ニ達シ七四八粍ニ衰ヘ、之ガタメ全国一般ニ雨天

ヲ催ヲシ、カナリノ雨量ヲ見タリ、︎東北地方ハ目下風雨

中ナルガ低気圧ノ衰ヘタル為メ風力ハ弱シ。高気圧ハ根

室南東方海上ヨリ小笠原島付近海上ニ亘リ、七五九粍

ヲ示シ九州ヨリ近畿地方迄ハ天気好良ニ恢復シツツア

リ。コノ模様ニヨレバ、明日ノ二百十日ハ北海道ハ前記

低気圧ノ進路ニ当リ居レバ多少ノ風雨強キモ、九州、四

国、本州ハ一般ニ平穏ニシテ好良ノ天気ナルベシ」 

心配された台風(前頁冒頭の天気図を参照)は勢力を

弱め、台風の過ぎた西日本は天気が快復しつつあることを

告げています。これから低気圧が近づく北海道以外は翌日

の「二百十日」は平穏な天候になることが予想されていま

す。台風一過に人々は一安心といったところです。 

ところが思いもよらぬ大地震がこの半日後、関東地方を

襲います。当然、9月1日の天気図では震災のことには触

れていませんが、翌日の天気概況には「浜松以東震災ノ

為電報不通」とあり、震災の影響で気象情報が入ってこな

かったことが書かれています。 

《終戦の日》 

最後に、昭和20年(1945)8月15日、終戦の日の天

気を見てみましょう。この天気図が綴じられている「気象綴」

(県庁戦前戦後土木部406)は、前に紹介した２つの天

気図とことなり、表紙や各天気図に「極秘」または「秘」の

印が押されています。これは、戦時中、気象に関する情報

は軍事機密で一般の国民には知らされなかったためです。

この日の天気概況は次の通りです。 

「『カムチャッカ』方面に764粍の高気圧があって日本内

地迄気圧高く本州、四国九州方面皆一様に760粍前後

である。樺太南部に758粍の低気圧があり樺太北海道は

雨の処が多いが東北地方は天気は恢復。其の他の内地

は756粍位の低気圧があるらしく中支那の奥地、四川省

方面の754粍の低圧部と渤海方面を経たる気圧の溝によ

り連絡してる。各地共風は穏やかである。」 

全国的に風は穏やかなものの、翌日発表の気象データ

を見ると、最高気温33.7度という暑い日であったことが分か

ります。このような天候

のもと、正午の玉音放

送により国民に終戦が

告げられました。 

翌16日の天気図に

は「本日は受信せる観

測材料甚しく少き為め

天気図の正確を期し

得ざるを遺憾なり」とあ

り、終戦による混乱が

窺えます。また、15日

の天気図には朝鮮半

島各地の気象観測

データが記されています

が、この後、大陸の気

象データの記載はごく

わずかになっています。 
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天気   「紫外線浴室案内」(吉田家文書〈上関町〉追加25) 

日光浴から紫外線浴へ(1) 

《紫外線浴室》  

上の写真は、熊毛郡上関村(現上関

町)の私立病院に設置された紫外線浴室

の利用を呼び掛けるリーフレットです。説明

文によれば、紫外線は「生命の源泉であ

る」と言っても過言ではなく、「太陽の約八

倍の紫外線を発生」させるこの装置の効

能が次のように書かれています。 

 「食欲増進し、血色良くなり、体重増  

し、身心が活溌となり、感冒を予防し、睡

眠充分となり、皮膚は強くなり、夜尿止ま

り、咳嗽を鎮静し、疹痒瘙痒を治する

等、虚弱者は健康となり、多数の疾患は

治療の日数を短縮することになります」                         

紫外線浴室は、医院から病院への転

換を記念して設置されたものでした。つま

り、新規開院の宣伝効果が期待できる装

置であったといえます。リーフレットに発行年

の記載はありませんが、こうした装置による

紫外線の利用が多くみられた昭和初期の

ものと考えられます。 

そして、紫外線浴室設置の目的として

説明文の冒頭に記されたのは、「国を滅す

結核病」の流行でした。 

《結核の流行と対策》          

産業化や都市化の進行を背景として、

明治後期頃には結核患者数・死亡者数

が増加の一途を辿っていました。人工気

胸術の導入やBCGワクチンの開発など、

新たな治療・予防法が登場しつつも、普

及には時間を要しました。高額な費用が

必要な入院治療を受けられる人は限ら

れ、大正8年(1919)の結核予防法制定

をうけて公立の結核療養所が各地で設立

されたものの、患者数に比して充分な数で

はありませんでした。 

山口県では、大正元年に私立の虹ヶ

浜病院が設立されましたが、病床数は僅

か21床でした。公立の小串療養所が設

立されたのは昭和14年(1939)になっての

ことであり、県内の結核による死亡者数は

毎年2000名以上にのぼっていました。 

07 

紫外線浴室案内 

  （吉田家文書〈上関町〉追加25） 

リーフレットを作成した病院

名として裏面に「武内(内科)

芥川(外科)病院」の記載が

あります。武内病院の医師で

ある武内節三は明治39年

(1912)に金沢医学専門学

校を卒業した後、陸軍軍医と

して近衛歩兵聯隊に勤務

し、辞職後の明治45年に上

関村で開業しました(『山口

県史 下巻』昭和9年)。武内

病院の前身である武内医院

は内科・小児科・エックス線

科が専門でした。 

⑦ 
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 通俗的な医学書で勧められた結核対策は、栄養豊

富な食事や空気浴・日光浴といった自宅療養でも可能

な方法でした。中でも日光浴は、結核に限らず、皮膚の

鍛錬など幅広い効果が期待できる健康増進法として推

奨されていました。昭和初期には、屋内でも日光浴が可

能な日光浴室(サンルーム)を備えた住宅が登場していま

した。 

《紫外線の発見と産業界》 

19世紀に入り、ヨーロッパでは日光に関する科学的解

明が進み、赤外線や紫外線の存在が発見されました。

殺菌など紫外線のもつ効果が明らかになった結果、20世

紀初頭には日本でも皮膚科治療で紫外線の医療的利

用が始まりました。さらにこの頃、くる病の予防や治療に有

効なビタミンＤが、紫外線により合成されることも明らかに

なりました。 

土肥式太陽灯浴室 

  紫外線治療をいち早く始めたのは土肥慶蔵(東京帝国大学皮膚
科教授)と言われています。皮膚科学・泌尿器科学で多くの業績を
残した土肥が考案したこの装置は「土肥式太陽灯浴室」と呼ばれま
した。金属製で円柱形の装置内部には紫外線ランプが設置されてお
り、利用者は内部に裸で入って紫外線照射を受けます。ただし眼を
保護するためゴーグルの着用は必要でした。多人数(直径6尺の小型
は約10名、直径9尺の普通型は約20名収容可能)が同時に照射を
受けることができます。 
 武内病院のリーフレットで照射料に団体料金が設定されていたこと
から、同院の装置もこれと同様のものと考えられます。 

『保健時報』の「結核予防特輯号」 

(防長保健協会『保健時報』第113号、昭和11年4月、片山家文書〈阿東

町〉206) 

（『日本学校衛生』19(10)大日本学校衛生協会、昭和6年10月/

国立国会図書館デジタルコレクション） 

全国で開催された結核予防デーとあわせ、防長保健協会
機関紙では結核予防特集号が発行されました。１面に掲載さ
れた「全国結核死亡数及総死亡一万対結核死亡数」によれ
ば、昭和9年(1934)時点における山口県の人口対1万人の結
核死亡率は、中国5県で最多であったことが分かります。 

こうした中で、居住地や季節に関係なく誰もが効果的

に紫外線の効果を享受できる装置が開発されました。そ

れが、人工的に紫外線を発生させる紫外線ランプ(水銀

石英灯・人工高山太陽灯)です。 

このランプの製造に際し重視されたのは、電球部分で

使用する紫外線の透過に優れたガラスの開発でした。第

一次世界大戦の影響により、ドイツからの光学ガラスの輸

入が途絶えたため、国内での製造が進む中でこの開発は

進めら れまし た。大正末には実用化さ れ、昭和5年

(1930)には東京電気株式会社が紫外線透過ガラスを

用いた一般向け紫外線ランプを発売しています。 

なお、この頃の電灯会社は、水力発電による発電量の

増加をうけた余剰電力問題を抱えていました。そのため、

紫外線ランプの普及は、新たな電力需要を増加させる好

機としても捉えられていました。 
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天気   

   日本赤十字社山口支部病院の新病棟(昭和7年〈1932〉建築)には、太陽灯室が設置されました。 

「日本赤十字社山口支部病院概況」(瀧口明城文庫438) 

日光浴から紫外線浴へ(2) 

《紫外線の利用》 

紫外線ランプは様々な目的・場所で使

用されました。武内病院や日本赤十字社

山口支部病院(上の写真)のような医療

機関のほか、昭和12年(1937)の福岡

県内では20校の小学校で設置されてお

り、その目的は疾病の治療ではなく、結核

をはじめとする疾病予防や体質改善にあ

りました(松本熊太郎「紫外線浴室に就

て」『関西医界時報』第332号、昭和12

年)。 

児童に対する照射はとりわけ推奨され、

武内病院「紫外線浴室案内」(「日光浴

から紫外線浴へ(1)参照」)にも、照射料

の支払いが困難な児童は「村長・校長・

区長よりの申出により無料とす」との一文

がありました。健康は「少年少女時代に充

分基礎を作つて置かなければならない」と

考えられたためです。 

やがて戦争の拡大とともに、児童の健

康増進には、将来の兵力・労働力となる 
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（『マツダ新報』19(2)東京芝浦電気、昭和7年2月/国

立国会図書館デジタルコレクション） 

東京電気株式会社が昭和5年(1930)に発
売した「バイタライトランプ」。家庭での使用を想
定して作られたため、医療機関などで使用され
る紫外線ランプよりも廉価であり、家庭用電灯
に近い形状です。 

紫外線ランプ(バイタライトランプ) 

  効率的な日光浴の方法 
正木俊二「日光浴と人体―どんな効

果があるか―」(『保健時報』第112号

昭和11年3月/片山 家 文 書〈 阿東

町〉206) 

日光浴はガラス戸やカーテ

ン越しでは効果に乏しいが、

「近頃紫外線を通過させる

ヴィタクラスと言ふものが出来

たが、風の烈しい時などは之

を利用するのも好い方法であ

る」など、より効果的な日光

浴の方法を具体的に説明し

ています。 

「第二国民」の育成といった意味合い

が加わっていきます。 

⑧ 
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 炭鉱など日照の少ない労働現場でも紫外線が重視さ

れました。昭和15年(1940)に着工した関門トンネルの

建設に際しては、坑内作業による紫外線摂取不足を補

うため、下関・門司両方の現場労働者用に太陽灯浴室

が設置されていました(下関地方施設部編『関門隧道』

昭和24年)。 

紫外線の利用は、医療・保健分野以外でもみられま

した。動物の生育を促す効果に着目して養鶏などの畜

産業で導入されたり、紫外線照射による蛍光を利用した

繭の品質鑑別も試みられました(『馬関毎日新聞』昭和

4年7月13日付)。 

また、日光浴についても、より効率的な方法が推奨さ

れるようになりました。昭和11年の『保健時報』(防長保

健協会、片山家文書〈阿東町〉206)には、直接日光を

浴びることが望ましいが、強風の時には紫外線透過ガラ

ス越しの日光浴でもよいとの記事が掲載されています。 

紫外線および紫外線ランプの有効性や病症への適応

については疑問視する説もありましたが、殺菌効果・新

陳代謝の促進・ビタミンDの生成・カルシウムの吸収促進

といった作用についてはおおむね認められるところでした。

しかし、現代では、オゾン層の破壊による有害紫外線の

増加をうけて、紫外線に対しては有効性よりも健康上の

リスクが強く認識されています。 

日光や紫外線と人々との関わりかたは一定ではありま

せんでした。そして、そうした関わりかたからは、その時々の

社会状況、疾病傾向、産業界の動向などが浮かび上が

ります。 

 

【参考文献】 

金凡性『紫外線の社会史―見えざる光が照らす日本』(岩波新
書、2020年) 

西川純司『窓の環境史 近代日本の公衆衛生からみる住まいと
自然のポリティクス』(青土社、2022年) 

関門トンネル建設現場の太陽灯浴室 
（黒川寛『関門トンネル 海底死闘六年』関門出版社、昭和

18年/国 立 国 会 図 書 館 デ ジ タ ル コ レ ク シ ョ ン ）  

山口県蚕業主任技師大藤兵太郎氏は、県蚕業試験
場長町田弘氏と共に十日門司市に至り、東京電気株
式会社門司出張所を訪れ、紫外線に依る繭の鑑別に
就て研究し、十一日帰来して語る 

紫外線は各種のものに利用されてゐるが、今回は繭の良
否善悪を鑑別する目的で、門司の出張所を訪ふたので
あるが、実験は蚕業試験場から町田君が持参した十二
種の繭を実験に供したので、同出張所では杉山岡村両
社員の製造にかかる会社のギバ太陽灯を用ひて、先づ
始に高温多湿の時期に上簇せしめた不良繭を実験した
が、その結果、色相は濃紫色に現はれたるもの多く、黄
色は極めて少なく、次には前者とは全く反対の高温乾燥
の時期に上簇した良繭を実験せしめた処、色相は前と反
対に濃紫色極めて少なく、黄色のもの大多数を占めた。
単に之によつて繭の善悪を按すると紫外線に繭を附せし
めて黄色を呈すれば良繭で、濃紫色のもの多ければ悪
質の繭であることを断定し得る様である。併しながら各方
面から研究されてゐるのによると、色相は単に上簇の際の
関係に止まらず、繭の品種・飼育の方法、飼育中の温
室其他繭の雌雄にも関係あるものゝ如く考察されること
になってゐる。尚持参した十種の繭に就て紫外線を以て
色相を鑑別しその色別によって今後蚕業試験では各項
目を分ち研究することにした 

『馬関毎日新聞』(昭和4年7月13日付)記事 

    「紫外線繭の鑑別に就て研究  

               大藤蚕業主任の談」 
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天気   県政のしおり 67号 (1959.04)～72号 (1959.09) （1950年代総務-40） 

お天気相談室 

《『県政のしおり』の記事として》 

昭和28年(1953)から発行された山

口県の広報誌『県政のしおり』のうち、第

61号(昭和33年10月号)～第68号(同

34年5月号)までに、「お天気相談室」と

いう記事があります。 

執筆は、同連載が始まる前年の9月に

測候所から地方気象台へと昇格した下

関地方気象台が担当しました。各号の記

事の内容は以下のとおりです。 

● 第61号 気象警報と注意報 

● 第62号 季節風とは 

● 第63号 季節風とは何か(承前) 

● 第64号 突風の話 

● 第65号 春先の気象と火災 

● 第66号 温度と動物植物の季節 

● 第67号 晩霜 

● 第68号 梅雨の話 

普段の天気予報で使われる用語の解

説から、農作業等にも影響が出る気候現

象まで、様々なテーマを、季節を先取りし

て取り上げています。同気象台は、これ以

前にも災害予防記事や農業関連記事を

執筆することはありましたが、「天気」を記

事名に冠し、連載するのは初めてでした。 

《天気相談》 

この「お天気相談室」というコーナー名

自体は、刊行当時さほど珍しいものではあ

りませんでした。 

現在も気象庁はじめ、各管区気象台

に天気相談所があり、気象に関することや

気象・予報用語の解説等の相談、関連

資料の閲覧に対応していますが(気象庁

ホームページ)、この「天気相談」という語

は、同所開設時から使われていた語です。  

同所は昭和21年7月に中央気象台予

報課に開設され、気象に関する問い合わ

せや、気象台の見学案内等、気象台およ

び気象知識の普及業務を担いました(『気

象百年史』、気象庁、1975年)。 

これは、戦時中に国(企画院)によって

09 

県政のしおり 

(1950年代総務他) 

昭和28年から毎月発行さ

れた山口県の広報誌です。 

県の予算や計画、法令の

告知のほか、経済や健康・衛

生、教育、各種産業等、県

民の生活に役立つであろう

様々な情報が掲載されていま

す。県政だけでなく、県民生

活も窺える資料です。 

⑨ 
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 機密化された気象情報を、再度市民へ開示していく動きのひとつとして位置づけられるものです。そして、戦前から行わ

れ、戦時中に中断していたラジオ放送による天気予報の再開等のように、気象台から市民へ一律に情報を発信するの

でなく、市民の個別の疑問(ニーズ)に応えるという点で、それまでの事業とは一線を画する、「特殊な性格」(大野義輝

「天気相談所と気象サービス」〈『測候時報』27-3、1956年〉)のものでした。 

このサービスは次第に浸透していったようで、開設から10年経った昭和31年に同所のサービスについてまとめた記事

「天気相談所と気象サービス」(前掲)から、利用状況がわかります。それによると、業務量としては、マスコミへの気象情

報の提供・解説、市民からの電話・来所での天気・気象に関する問い合わせへの対応で一日が終わる状態だったようで

す。問い合わせの内容は、行楽先の天気予報や海外の取引先の気候から一般的な科学知識に関するものまで多岐に

わたったようで、このサービスの懐の深さとニーズの多様さが窺えます。 

同記事には問い合わせの主体(サービスの対象)は「都民」と表現され

ています。利用者の多くが中央気象台所在地である東京都(およびその

周辺)の住民だったことがわかります。当時、天気相談所は、中央気象台

に続く形で札幌・仙台・大阪・福岡の各管区気象台のほか各地の気象

台・測候所に開設され、各地域における普及・広報活動を担っていました

(名古屋地方気象台「名古屋気象台における広報活動」〈『測候時報』

20-4、1953年〉、串崎利兵衛「札幌気象百年史」〈『測候時報』43-

3・4・5、1976年〉等)。天気相談は、天気予報業務とセットで地域に即

した情報を提供するものだったと言えるでしょう。 

測候所時代も含め、下関地方気象台に天気相談所が開設されたこと

はなかったようです。ただし同時期に、新聞・ラジオ等への天気予報の通

報に加え、天気予報サービス電話を開始し(昭和32年)、県内各地に拡

大する等(～42年)、基幹業務内で地域の需要に応えるサービスを展開

していました(『山口県の気象100年』下関地方気象台、1983年)。 

▲『県政のしおり』第63号の「お天気相談室 季

節風とは何か」挿図(1950年代総務-38)。西より

の風＝瀬戸内側で強く風が吹く時の天気図。 

《山口県の天気相談》 

『県政のしおり』に「お天気相談室」が掲載されたのは、このように県民の気象に関する知識・情報への興味・関心が

高まり、気象台としても県内のサービスを拡充した時期でした。改めていくつかの記事を見てみましょう(下線筆者)。 

▲「下関気象台・下関観測所 下関市(写真) 」 

(写真 広報課大型写真62) 

◆第61号「気象警報と注意報」 

…これら警報、注意報の中には山口県で発表されたことがなく今後

も発表されることはまずないと思われるものがかなりあります。それに皆

さま方が気象通報によって災害の防止や軽減をどうするかにあるので

すから、ここでは山口県に関連の深いものだけを解説いたします。 

◆第63号「季節風とは何か(承前)」 

風は地形の影響で強められたり弱められたりします。陸上では海上に

比べますと地物などのために弱くなりますし、また山などがありますと山

の風下側ではずっと弱くなります。山口県のように地形が複雑になり

ますと季節風の吹き方も場所によってかなり違いますが、大きく分けま

して日本海側と瀬戸内側との特徴を述べましょう。 

一般的な解説に加え、山口県ではどうなのか、県内で生活する上での

需要を意識した記述になっています。前頁(表面)の写真にある晩霜の記

事も、発生の仕組み等の説明の後、県内各地でいつ頃まで発生リスクが

あるかを示しており、県民にとってはかなり実用的な内容になっています。

当時関心の高かった気象に関する知識を、地域に引き付けて解説する

記事の掲載は、当時のニーズに応える試みだったのでしょう。 
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✴  
 気候  旱ニ付雨乞一件控のうち文政九年戌ノ夏大旱ニ付後年見渡控 （野村家文書1318） 

雨乞の基準と手続き 

神仏に雨が降ることを祈る雨乞(雨

請)。言うまでもなく、雨が降らない＝旱

(ひでり)のときに行われたものです。江戸

時代、防長地域では、いつ、どのようなとき

に雨乞を行ったのでしょうか。また、どのよう

な手続きで雨乞を行ったのでしょうか。わか

り や す い 資料 の ひ と つ に、文 政9年

(1826)に吉敷郡吉敷村(現山口市)の

玄済寺で行われた雨乞に関する文書をま

とめた「旱ニ付雨乞一件控」(野村家文書

1318、以下「一件控」)があります。これを

中心に、江戸時代後期の現山口市周辺

における雨乞の様子を紹介します。 

《旱と雨乞》 

雨乞の経緯は「一件控」のうち、概要を

記した「文政九年戌ノ夏大旱ニ付後年見

渡控」(上写真、以下「見渡控」)から把

握できます。 

まず、雨乞の実施を判断する基準は何

だったのでしょうか。「見渡控」によると、文

政9年の場合は、5月21日に雨が降った

後、6月6日に少し降った以外は夕立すら

降らない日が続き、6月20日に代官へ雨

乞祈祷の実施を願い出ています。このとき

雨乞を願い出た中村・木崎の2郷は、吉

敷村の中でも特に状況が深刻でした。水

利施設のあり様(保水能力)によって差は

出ると考えられますが、少なくとも吉敷村の

場合は、雨が降らない期間が1カ月くらい

になると旱と判断され、雨乞祈祷の要請が

出されたようです。 

このときは、吉敷村だけでなく、山口盆

地周辺が全体的に旱だったようです。山口

多賀社の神職、高橋有武の日記(多賀

社文庫1202-4)には、6月18日から7月

28日まで、雨乞の雨乞踊や祈祷等の記

事が見られます。 

《さまざまな雨乞》 

雨が降らない日が続く中、村の人たちは

まず、「自力を以て雨乞」していました。野

村家文書の中に具体的な方法は書かれ

ていませんが、先述の高橋有武の日記や

10 

上下宇野令存内祈雨御祈

祷王子之舞大神楽一件 

(多賀社文庫503)  

雨乞は寺院だけでなく、神

社でも行われました。写真は

山口多賀社(現山口市)で

行われた雨乞祈祷に関する

資料です。明和5年(1768)

の記録等により構成されてい

ます。 

多賀社の記録の中には、

同社が雨乞祈祷を行うように

なった元禄以降の記録の抜

き書き等ものこっています。 
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 『防長風土注進案』等を見るに、雨乞踊等が行われたと

考えられます。 

そのような自力での雨乞に「印(しるし＝験)」がなかった

ことから、6月20日に代官へ雨乞を願い出ました。これを

受けて、代官はその日のうちに、吉敷村の龍蔵寺へ17日

間の雨乞祈祷の指示を出します。 

しかし、村としても何かしたいので、以前の旱の際に効

験があった玄済寺へ、費用等は村持ちで雨乞をお願いし

たい旨を、翌21日に代官へ願い出ました。これについても

その日のうちに許可が出、玄済寺も祈祷を引き受け、22

日から17日間の雨乞祈祷を行うことになりました。 

このようにして、文政9年の雨乞は、代官の指示による

(公的な)雨乞と、村が希望し、飯料や供物料を拠出し

て行う雨乞の、2本立てで実施されることとなりました。 

《寺の雨乞祈祷》 

「一件控」は、玄済寺の雨乞に関する記述や帳簿を

中心に構成されています。以下、どのように祈祷が行われ

たのかを見てみましょう。 

祈祷は玄済寺の僧と同村内の関連寺院である光福

寺の和尚、計14人で、毎朝7つ時(明け方)から夜4つ時

(夜中)まで行われました。その際に読誦された経典・修

法等は、「一件控」のなかの「請雨■〔勤ヵ〕行日鑑」にみ

ることができます(下写真)。「請雨呪」のように雨乞に関

係することが直接的にわかるものだけでなく大般若経転

読や法華経読誦等、様々なことが行われました。 

庄屋や畔頭をはじめ、村人たちも参詣したり野菜等を持

ち寄ったりと、様々に奉仕しました。29日には関連寺院が

ある秋穂村黒潟(現山口市)へ赴き、海に八大龍王の旗

や酒等を供えたところ、翌30日に雨が降り出します。更に7

月1日に方便山(鳳翩山)に登り、山神の旗等を供えると、

その日のうちに大雨が降って吉敷村の旱は解消しました。 

《野村家文書と雨乞》 

野村家文書に含まれる雨乞の記録は、今回紹介した

文政9年のほか、安永3年(1774)、寛政10年(1798)、

同11年、文化4年(1807)、文政12年と、近代に入りま

すが明治5年(1872)の文書がのこっており、そのいずれも

が6～7月(現在の7～8月)に行われています。この時期は

稲の成長に水が必要な、まさに「水要之時節」でした(「見

渡控」)。そういう時期の少雨が「旱」とされ、雨乞の対象と

なったのです。 

ただし、雨乞が必要とされたであろう旱は、文政4年等、

上記の年以外にも起きていたことが、前出多賀社神職の

日記等から窺えます(多賀社文庫502、1202)。野村家

は吉敷村の庄屋等を務めた家です。今回のように、村が費

用を負担して行った雨乞については、供物料等の管理把

握が必要であったため、資料がのこったものと考えられます。 

なお、文政4年の旱の際は、同時期の萩でもほとんど雨

が降りませんでしたが、文政9年の旱の時は萩では降雨が

確認できます(毛利家文庫19日記22「御当職所日

記」)。地形の変化に富む防長地域では、旱の範囲も様々

であったことがわかります。 

▲旱ニ付雨乞一件控のうち請雨■〔勤ヵ〕行日鑑 文政9年6月に玄済寺で行われた修法等のリストです。23日夜と、24日明け方

の部分です。虫損が多く、判読しにくいところも多くありますが、おおよその内容が窺えます。 



 

 

 

 

 

 

✴  
 気候  周防国天満宮風雨順時五穀成就神策都太夫菅原宿祢良種（小田家〈柳井市金屋〉護符304） 

 天気と身近な信仰 

《護符とは》 

守護の霊符のことで、護身符・守護符・

御符・神符・お守り・守札などともいいま

す。紙や木片などが用いられ、神仏の名や

影像・経の要文・種字などが直筆あるいは

版木で記されており、神壐(ｼﾝｼﾞ)や宝印

を押したりしたものです。この護符を持つこ

とによって、符札の加持護念により加護を

受けるといいます。祈祷の儀式にともなって

作成される場合が多いようです。 

用い方もさまざまで、戸口に貼り付ける

方法(門守)、室内や神棚に供える方法、

肌身につける方法(肌守)、腕や腰に結ぶ

方法(腕守・腰守)、飲み下す方法、座布

団の下に敷く方法(敷符)などがあります。 

護符の種類としては、無病息災・家内

安全・天下泰平・五穀豊穣・交通安全・

合格祈願などがあり、魔除けを祈るものが

多いほか、病難除け・雷除け・虫除け・災

難除けなどがあります。 

 

《柳井市金屋小田家の護符資料 》 

 小田家は江戸時代の柳井津町(現柳

井市)を代表する町人、商人であり、諸

商い・絞油業・地主経営・塩田経営など

で発展をとげました。そのため護符も、個

人の健康や平安を祈願するものから、家

の経営に関わるさまざまな祈願を込めたも

の、また商売先や旅行先で受けたものま

で、実に多様な「祈りのかたち」を知ること

ができます。 

 護符は同家の屋根裏にまとめて保存さ

れていたもので、年号が記されたものはほ

とんどありませんが、江戸時代のものが多く

含まれているようです。(『文書館ニュース』

№51より) 

当館にはさまざまな護符資料が所蔵さ

れています。護符には、人々が神仏に対

してどういうことを願ってきたかが示されてお

り、その願いは切実なものです。そこには

日々の生活のありようが具体的にみえてき

ます。 

11 

大歳龍神社天気順行五穀成就
祈啓太玉串 

(小田家〈柳井市金屋〉護符472)  

小田家(柳井市金屋)の護符

資料は、文書館に約3,874点

所蔵されています。 

神霊のよりましとして、“大歳龍

神社”・“太玉串”の語句が使わ

れています。大歳神は豊作・豊

年の神で、龍神は気象や海流の

流れをつかさどっており、全国的に

庶民にも身近な神様として祀ら

れています。この護符は、小田家

の近くにあった大歳社のものかもし

れません。 

② 
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《天気に関連した護符》 

写真①・②は、“風雨順時”、雨や風などの天候が滞りなくめぐり、“五穀成就・五穀能成”、五穀がよくできるよう願う

護符です。写真③は、“風雨順時”と“昆虫退散”、五穀がよくできるよう田畑の守護が願われています。天満宮では五

穀豊穣を願う祈祷が行われていたようです。 

“鈴木太夫”や“都太夫菅原宿祢良種”、“都太夫”は、『角川日本姓氏歴史人物大辞典35山口県』をみるに、江

戸時代の天満宮祀官鈴木衛門菅原実信家や同じく天満宮祀官の都治部菅原朝雅家などの天満宮祀官の流れをく

む家に関係する宮司かもしれません。宮司が祈祷の儀式を行い、天満宮で作成されたことがうかがえます。 

《防府天満宮(周防国天満宮)》 

防府天満宮(周防国天満宮)は菅原道真と、道真の遠祖である天穂日命・武夷鳥命・野見宿禰を祀っています。

古くは松崎天神と称しており、道真が逝去した翌年には創建されていたことから、日本最初の天満宮とされています。 

主祭神の菅原道真には農耕・正直・至誠・冤罪を晴らす・学問・芸能・和歌・蓮歌・厄除け・武芸など、さまざまな御

利益があります。 

※
写
真
①
・
②
に
は
、
“斎
霊
最
初
宮
”
ま
た
は
“菅
霊
最
初
宮
”
の

印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
に
菅
原
道
真
公
を
祀
っ
た
神

社
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。 

斎
霊
最
初
宮 

菅
霊
最
初
宮 

写真③ 防府天満宮 五穀成就昆

虫退散風雨順時御守護 都太夫 

(小田家〈柳井市金屋〉護符306)  

写真② 周防国天満宮 風雨順

時五穀能成霊策 鈴木太夫 

(小田家〈柳井市金屋〉護符305)  

写真① 周防国天満宮 風雨順時五

穀成就神策 都太夫菅原宿祢良種 

(小田家〈柳井市金屋〉護符304) 
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✴  
 気候  果樹栽培適地気象調査の手引（1960年代農林89） 

 山口県の気象調査 (1) 

《気象調査》 

気象現象が発生したとき、直ぐに現場

をみることは重要ですが、どのような順序で

調査するか、調査上のポイントをどこにおく

か系統的に整理しておくことが大切です。 

朝倉正著の『気象調査法―基礎と応

用―』には、気象調査全般に共通した取

り組み方が説明されています。 

・第1段階：これから調査を始める現

象について過去の研究成果を知る。その

ためにはすでに発表された論文を集めて、

要旨をまとめて知識を深める。 

・第2段階：第1段階の知識だけで調

査報告のスケルトン(資料全体の内容の

一覧表)をつくり、既存の知識に追加調査

すべき事項を決める。 

・第3段階：調査開始。調査対象の

視点を整理すると、①水平分布、②時間

変化、③統計的特性(再現確率など)、

④他の現象との関連、⑤地域特性、⑥

原因の 追究、⑦対策、⑧問題点の 指

摘、などがある。 

このように段階立てて調査していき、最

終的に報告書を作成します。  

《昭和38年1月豪雪》 

12月末から2月初めまでの約1か月に

わたり、北陸地方を中心に東北地方から

九州地方の広い範囲で降雪が持続しまし

た。冬型の気圧配置が続く中、前線や小

低気圧が日本海で発生して通過したた

め、平野部での降雪が多くなり、このため、

交通障害や通信障害、停電、農業被害

が多く発生しました。三八豪雪(さんぱちご

うせつ)などとも呼ばれます。中国地方西

部でも未曾有の豪雪となり、山間部では

積雪が数メートルに達しました。 

山口県では、最低気温および降雪量と

も に 下 関 地 方 気 象 台 が 明 治16年

(1888)に開設されて以来の記録になりま

した。降雪量は山間部で最大2メートルを

越え、最低気温も氷点下13度を記録

12 

昭和38年豪雪 除雪作業 

(グラフ山口－総務209) 

昭和38年の家の屋根の

雪降ろし作業の写真です。 

豪雪地域ではないにもかか

わらず、瓦がまだ見えない状

態でもなお、人の肩以上に雪

が積もっています。 

山口県の徳佐地区は根

雪期間81日、最高積雪深

185㎝という未曽有の豪雪

だったようです。 

③ 
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 し、豪雪で道路交通はほとんど途絶状態となり、県で初めての雪害対策本部が設置されるなど、県民の生活や産業に

も多大な影響を与えました。  

《果樹栽培の被害》 

豪雪をともなった異常寒波による農林産物の被害は著

しく、このことを契機として、県では果樹関係の適地調査の

必要性が考えられました。 

果樹関係の被害として、山口県農林部の『各県柑橘の

積雪寒風による被害状況』(1960年代農林472)による

と、防府から宇部までの内海中部の温州みかんを栽培して

いる地域では、氷点下11度の低温が確認され、育苗中の

苗木や、植え付け1～2年目の幼木の被害が著しく、葉は

黄変して、離層(葉や果実が落ちる前に柄に生じる特殊な細胞層

のこと、離層が水や栄養を止めることで、葉は枯れ落ち、果実は脱離

しやすくなる)すらも形成されずに枯れしぼみ、日の経過ととも

に枯れ込みが目立ち、春の植栽計画に支障が出るほどで

した。 

萩などの夏みかんの栽培地域では、氷点下の低温が続

くことで果実が凍結し、生果の価値はほぼ失われ、葉は黄

変しています。その後の様子も、苦味の進度とともに果皮も

寒さでしぼみ、苦味と酸の減少がみられ弱い風にあたっても

落葉、落果するような状態でした。特に成木などは次年に

及ぼす影響が大きく、開花しても実がなるものは半数程度

と考えられると予想されるほどでした。このことから低温による

寒害危険地の判定は重要で、調査地区を設定して気象

調査が実施されました。 

旧阿東町徳佐の豪雪 

 (下関地方気象台編、『山口県災異誌 第3巻』、山口県、1972年。国立国会図書館デジタルコレクションを加工して作成) 

各県柑橘の積雪寒風による被害状況 

(1960年代農林472) 

2月に神奈川県と東京都それぞれで行われた果樹関係

の会議において発表された報告書です。全国の柑橘栽

培地域をもつ県の被害状況が記載されています。 
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✴  
 気候  果樹栽培適地気象調査成績表（1960年代農林482） 

 山口県の気象調査 (2) 

13 

気象測器盤 

(グラフ山口－商工343) 

中に自記温湿度計が入っ

ているのがみえます。 

政府機関または地方公共

団体が気象観測を行う場

合、使用される気象測器は

気象測器検定に合格してい

なければなりません。検定で

は、気象測器の種類に応じ

て材料、部品及びその組み

合わせなどが適切であるかを

調べる「構造検査」と、個別

の精度を調べる「器差検査」

の2種類の検査があります。  

《果樹栽培の適地気象調査》 

山口県農林部の『寒害危険地判定を中心とした果樹栽培適地気象調査の手引

き』(1960年代農林89)は、果樹の適地に関する気象調査を実施するための案内書と

して著されました。 

 ①調査目的：寒害に焦点をしぼり、調査を実施 

 ②調査地区の選定：寒害のおこりそうな地区 

 ③調査の項目：最低(最高)気温、 

気温の日変化、 

冷気層の厚さ、風向風速など 

 ④観測点の選定：基準点と一般観測点 

 ⑤調査器具の配置 

 ⑥調査時期と調査時間 

 ⑦調査方法：調査器具の設置方法、 

観測野帳の記入方法 

 ⑧結果のとりまとめ方法 

 大別的な気象調査の取り組み方に沿っています。

図や表が多数使用され、調査するにあたっての注意

点や調査器具の取り扱い方法が詳細にまとめられて

います。 

寒害危険地判定を中心とした果樹栽

培適地気象調査の手引き  

(1960年代農林89) 

測温柱の作成方法や設置の仕方が図

で説明されています。 

④ 
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萩市大井の最低気温表 【写真②】 

果樹栽培適地気象調査成績表(1960年代農林482) 

《調査の結果》 

山口県の『果樹栽培適地気象調査成績表』(1960

年代農林482)は、これまでの果樹栽培に関する気象調

査結果をとりまとめています。調査時期・調査地区地図・

測点からの最低・最高温度表等をつけて各調査地域ごと

に結果がまとめてあります。 

この調査結果を参考にこれからの計画の調整が行われ

る地区も見られました。写真②は夏みかんを栽培している

萩市の大井地区の最低温度表です。この調査結果で

は、冷気が停滞しやすく夏みかんの寒害をまねくため、粗く

織ったむしろを被せるなど、冬季の防寒が是非必要と報

告されています。  

下関市吉見妙音寺・永年中町最低温度表と 

基準点、気象台最低温度表 【写真③】 

果樹栽培適地気象調査成績表(1960年代農林482) 

写真③は下関市の吉見妙音寺と年永中町の調査表

です。基準点の記録と下関地方気象台の最低温度表が

確認できます。下関地方気象台では、最低温度のほか

に、風速・風向・夜間の天気推移も記載しています。 

表紙【写真①】 

果樹栽培適地気象調査成績表(1960年代農林482) 
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✴  
 自然現象 【図１】「密局日乗」文化4.9.4条 右：【図２】「同」天保2.1.21条(毛利家文庫19日記18) 

彗星・流星・日食と文書館資料(1) 

 《各地に残る近世天文史料》 

 大崎正次編『近世日本天文史料』(原

書房 1994年)は、江戸時代の天文現

象に関する史料を、日食、月食、流星、

彗星といった類別にまとめ年代順に紹介し

た研究書です。個々の現象につき解説も

付され、概要を知る上で便利です。また、

全国の博物館、文書館・公文書館など

が、江戸時代の天文現象を記した史料を

紹介する展示を行い、その展示資料を

ウェブサイトで紹介しています。各地に残る

史料を知る上で参考になるものです。            

 当館所蔵資料にも、江戸時代に目撃さ

れた彗星、流星、日食などの天体現象を

記したものがあります。そのほとんどはこれま

で注目されていないものです。今年のアー

カイブスウィークにあわせて、把握できた記

事の概略を文書ごとに紹介しましょう。 

《１．「密局日乗」》 

「密局日乗」は萩藩密用方の日記で

す。明 和 ２ 年(1765)か ら 慶 応 元 年

(1865)まで129冊が残ります(毛利家文

庫19日記18、欠年有)。密用方は藩主

や藩重役の指示を受け、先例、毛利家の

歴史、家臣の由緒などの調査を行ったり、

特命による記録作成などを担当した役所

です。ところが「密局日乗」には、業務とは

直接関係のない、藩内でのふしぎな出来

事、自然現象、風聞などの記事も収録さ

れています。その中に天体現象に関する記

事８つを見つけることができました。 

最初の記事は享和元年(1801)2月4

日条、「今夜星月ヲ貫ク、月光常ニ変リ、

暫シテ星スリ違ヒ候」です。「今夜星が月

の前を通り過ぎた。月光は通常とは異なる

ようすで、しばらくして星が月とすれ違った」

という意味でしょうか。 

また、目撃した星を描いた図のある記事

も2つあります。文化4年(1807)9月4日

条には「此内ゟ申ノ方ニ当暮過ゟ異星

顕、五ツ時頃西ノ方へ入、彗星或稲星、

形凡左之通」と記され【図１】が描かれ、

14 

「密局日乗」 

「密局日乗」には、藩内で

目撃されたふしぎな動物に関

する記事(例えば萩越ヶ浜に

打ち上げられた怪獣の話や三

隅村野波瀬で打ち殺された 

「おっとせい」など)もあります。

これらについては平成27年度

アーカイブウィーク「文書館動

物記」解説シート№22「『密

局日乗』の中のふしぎな動物

たち」で紹介しています。当館

ウェブサイトからご覧いただけま

す。 

【図1】 【図2】 

① 
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 天保2年(1831)1月21日条には「過ル十七日薄暮、

西之方江如図星出ル」とあり、【図２】が描かれていま

す。【図２】には「初ノ図」「後ノ図」とあり、星の動きも伝

えています。天保6年8月25日条にはハレー彗星の記事

があります。そのほか、文政2年(1819)5月23日条、同

4年4月25日 条、同8年6月29日 条、天 保7年7月 ８

日条にも天体現象に関する記事があります。 

《２．毛利家文庫「17年表」》 

毛利家文庫「17年表」は、江戸時代に作成された各

種年表を集めた項目です。各年表の性格は、藩庁諸役

所が業務上作成したもの、個人がまとめたものなどさまざ

まです。このうち4点に彗星記事などを確認できました。       

(1)「毛利家年表」(17年表43) 

享 保17～ 天保7年 (1732～1836)の 年表で す。

「嘉永三庚戌秋写之 典雅堂秘蔵」とあるので、個人編

纂の年表を嘉永3年(1850)に写したもののようです。こ

れには元文2年(1737)1月に「彗星西方ニ出ル」とあり

ます。今回把握した限りでは当館資料中もっとも古い彗

星記事になります。これを含め９つの記事がみえます。 

文化8年(1811)には「八月二日、彗星、北斗ヲ貫

出」とあります。フラウゲルギュウス彗星です。３つの記事

が載る天保2年には、1/17「西方珍星出、又銀雲人の

字の如し」、3/29「夜中光物不絶、有明の如し」、4/6

「日輪三体、出顕の如し」とあります。「日輪」とは太陽の

周囲に生じる光の輪、日暈(にちうん)です。  

ほかには寛保2年(1742)1月、同3年11月、明和6

年(1769)、文化4年に記事があります。 

(2)「草舎年表」(17年表37) 

文禄4～天保14年(1595～1843)の記事を載せる

全15冊の年表で、草刈泰彦が編纂したものです。この中

に天文現象に関する記事6つがあります。もっとも古い記

事は元文2年1月ですが、その内容は(1)と同じです(右

写真)。典拠史料が同一なのかもしれません。 

文化8年8月条に「仝月上旬より西北ニ当り流れ星出

る、少し引き有之、俗説稲星といふ」とあるのはフラウゲル

ギュウス彗星、天保6年8月23日条の「此頃彗星西方ニ

見ゆ、尤宵の内穂先東へさす」はハレー彗星の記事で

す。ほかに寛保2年1月、同3年11月、明和6年に記事

があります。 

(3)「年表」(17年表41) 

明応6～安政6年(1467～1859)の年表です。大正

7年(1918)に毛利家が児玉愛二郎(元長州藩士・宮

内省図書頭)から借り受け謄写したものです。明和6年と

安政5年8月19日条に彗星記事があります。後者は、非

常に明るく長期間にわたって観測されたドナチ彗星に関する

もので、「八月十九日頃ゟ長星又ハスイ星共申星、宵ニ

酉ノ方山端ニ見、次第ニ高く成、南方へ寄、九月十八日

頃ニ消」とあります。 

(4)「御家年表」(17年表46) 

明応6～天保7年の毛利家及び防長両国の諸事件を

年別に記載する年表です(『毛利家文庫目録』)。天体現

象に関する記事は、文政8年(1825)8月、天保2年、同

6年8月の３つが確認できます。 

文政8年の記事は「八月彗星出ル」「八月夜明ノ明星

三ツアラハル」とあります。この年の彗星については、『近世

日本天文史料』に「大彗星、昴宿・畢宿の間に出現、九

月末に及ぶ」との綱文が立てられ、多数の史料が紹介され

ています。各地で観測された彗星のようです。 

天保6年8月の記事はハレー彗星に関するもので、「八

九月、孛星乾方出現、中国洪水」とあります。「孛星(はい

せい)」とは箒星、彗星の異名です。彗星出現が中国での

洪水発生という凶事と関連づけて記録されています。 

 

「草舎年表」元文2年正月の記事 
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✴  
 自然現象 【図３】「浦日記」天保14年2月17日条(毛利家文庫71藩臣日記2〈62の14〉) 

彗星・流星・日食と文書館資料(2) 

《３．「浦日記」》 

「浦日記」(毛利家文庫71藩臣日記

2)は、萩藩寄組士浦靱負(ゆきえ)が文

政8～明治3年(1825～70)に書き記し

た日記です(全62冊)。靱負は当職・当

役など萩藩重職を務めた人物で、その日

記は幕末政治史を解明する上での重要

史料として知られています。 

この日記には天文現象に関する記事も

多く含まれています。特徴的なのは、日食

に関する記事が7つもあることです。最初の

記事は天保13年(1842)6月2日条で、

前日の日食につき「昨日七ツ過、日食七

歩半之事」と記しています。また、同14年

11月1日条、嘉永2年(1849)2月1日

条、同3年7月1日条、同5年11月1日

条、安政3年(1856)9月1日条、文久

元年(1861)6月1日条にも記事がありま

す。日食が始まった時刻、太陽がもっとも

大きく欠けた時刻、日食が終わった時刻、

日食の程度などを記録しています。当館

所蔵資料でこれだけ日食記事がまとまって

残 る の は 「 浦日記 」 だ け で し ょ う 。 

彗星記事は1つだけあります。文久元

年5月25日条に、「頃日暮時分ゟ北之

方江星壱ツ出、大サ大白星ゟ太ク白輝

を中空へ射、暁方東方へ廻り候事」とあり

ます。暮時北の空に大きく輝く星、これはテ

バット彗星と呼ばれる彗星です。 

天保14年2月17日条には、夜、西方

に雲のような「白気」が見えたといい、【図

３】を描いています。ただし靱負は、「いか

なる理由による現象だろうか、珍しいことで

もない」とも記しています。 

《４．「有武日記」》 

 山口五社の一つ、多賀社の大宮司高
橋有武の日記です。文政6年(1823）か

ら天保10年(1839)まで12冊が残ります

(多賀社文庫1202‐1～1203‐6)。この

日記にも彗星関係の記事が６つみえま

す。文政8年(1825)8月21日条、天保

2年(1831)1月 条、同4年5月、6月、7

15 

『岩邑年代記』 

岩国藩の年代記「岩邑年

代記」には慶長5年(1600)

から文久2年(1862)までの

記事が収録されています。こ

の中にも天文現象に関する

記事がみえます。もっとも早い

記事は、延宝8年(1680)、

「十月十五日珍星出る」とあ

るものです。17世紀後半の

記事として注目されます。岩

国徴古館から『岩邑年代記』

（一）～（十）が翻刻出

版されています。 

② 
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 月条、同10年7月条です。その中には、「是を一説ニハ

兜星とも申候、いつれ軍事出来可申抔と申候、肥後と

薩摩と出入有之、軍ニ成抔と申候」(天保4年5月条)と

か、「此内以昼之日中より星之見へ候ハ六月朔日ゟ見

へ、豊年星ニ而有之候」(同10年7月条)など、彗星の

出現を戦乱や吉事と関連づけた記述がみえるのも特徴

的です。 

《５．渡辺諄「日記」》 

 江戸時代、萩藩士(無給通・身柄一代遠近付)であっ

た渡辺新七(諄)は、嘉永４年(1851)から明治28年

(1895)までの日記44冊を残しています(隅家文書1～

44)。居宅は熊毛宰判塩田村(現光市塩田)にありまし

たが、勤務のため萩・山口に居住する期間も長く、また世

子毛利元徳の御供を命じられ、江戸、京、大坂に出向く

こともありました。 

 幕末期の日記から、3ヶ所、彗星に関する記事を発見

できました。注目すべきは、そのいずれにも彗星の図が描

かれている点です(下写真参照)。 

 安政5年(1858)8月、参勤交代に従い江戸滞在中

であった新七は、同地でドナチ彗星を見ました。15日条

に「過る十二日比ゟ箒星出る ひやし、暮六ツ時西ニ見

ゆる、暁方七ツ半時東北ノ間ニ見ゆる」と記し、【図４】

を描き、「凡弐三間位流れ見ゆる」と注記しています。 

 文久元年(1861)5月26日条には在所塩田村でテバッ

ト彗星を眼にしたようすが記されています。「一昨廿四夜ゟ

戌亥之方ニ当り箒星見ゆる、午年之箒星と違ひ尾引余

程長し、暮六ツ時ゟ見ゆる」とあり、彗星がどの方向にいつ

ごろから見えたかを記すとともに、「午年之箒星」すなわち安

政5年のドチナ彗星と比べて、今回の彗星の方が尾が長い

という違いも指摘しています。【図５】を描き、「外ノ星と違

ひ、光少し、尾ハさき程薄し」と注記しています。 

 翌2年8月5日条にも彗星の記事があります。当時新七

は世子元徳に随従し江戸に向かう途上にあり、4日は伊

勢国石部宿(現三重県四日市市)、5日は関宿(同亀山

市関)、6日は桑名宿(同桑名市)辺りを通行中でした。こ

のころスイフト・タットル彗星を眼にしました。「此間ゟ暮六

時戌亥之方ニ当り箒星見ゆる」と記し、【図６】を描くととも

に、「戌亥ノ方暮六時過見ゆる、如此尾を引く」と注記して

います。 

 新七は、幕末の5年間に3つの彗星を見ました。時代が

大きく変わろうとする中、彼は彗星出現にどのような感情を

抱いたでしょうか。 
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渡辺諄「日記」 【図４】安政5年8月15日条       【図５】文久元年5月26日条          【図６】文久2年8月5日条 

*ゴシックが写真部分の釈文 
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✴  
 自然現象 【図７】「異録」(柳井市金屋小田家文書909) 

彗星・流星・日食と文書館資料(3) 

《６．「異録」》 

「異録」(柳井市金屋小田家文書

909)は、江戸時代、岩国藩の商都柳井

津町(現柳井市)の豪商であった小田家

に残された文書です。嘉永3～安政元年

(1850～54)の柳井津ほか各地での出

来事、大風、洪水、大地震等の自然災

害、ペリー来航、将軍薨御、近隣神社の

祭礼などさまざまな記事がみえます。その

中に嘉永6年7月下旬、柳井津で目撃し

た彗星に関する記事があり、【図7】が描か

れています(上写真)。 

記事は「同(嘉永6年)七月廿四五日

頃ゟ西北ニ当りて珍しき星あらわれ候、

常体之星ニ而上ニ気上り、俗ニ申尾之

如し、当町ゟ見当るに其気凡二尺位イ、

尤夜六ツ時ゟ六半頃迄之内、夜々西ニ

より申候、凡六七日位も出テ其後無し」と

あります。7月24～25日ころから西北の

空に彗星が現れたこと、その尾が2尺ほど

(約60㎝)あり、6～7日間見えたことなど

が記されています、また、彗星の尾の明る

さを「尤薄し」と記しています。この彗星は、

ドイツ人学者が発見したクリンケルフューズ

彗星のようです(『近世天文史料』、「川崎

市に残されていた天体現象の記録」『川

崎市青少年科学館紀要』2018等)。 

《７．「元文後記」「宝暦後記」》 

「元文後記」(多賀社文庫1197)は山

口五社の一つ多賀社の神職家に残され

た多賀社文庫の1点であり、「宝暦後記」

(安部家138)は山口町の有力町人安部

家に伝来した文書の1点です。いずれも江

戸時代の山口町を中心に各地の出来事

を記す年代記です。伝来を異にするもの

の、江戸時代の山口町でこのような年代

記が継続的に作成されていたことがわかる

興味深い例です。天文現象関係記事は

「元文後記」に1件、「宝暦後記」に5件確

認できます。 

「元文後記」延享4年(1747)7月27

日条には、「七月廿七日夜五ツ時、火の

16 

『日野氏録誌』 

江戸時代、玖珂郡本郷

村品秀寺の住職日野氏が

記した山代地方(玖珂郡北

部)の年代記です。元禄9～

延 享3年(1696～1746)の

できごとを記しています。天文

現象に関する記事は元禄9

年2月に「旗星出ル」とあるの

がもっとも古く、ほかに宝永4、

同５、享保17、寛保3年に

もみえます。山口県史編さん

室民俗部会報告書第１号

と し て 刊行 さ れ て い ま す

(1994年)。 

 

③ 
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 玉飛」とあります。流星、それとも何かの自然現象だったの

でしょうか。 

「宝暦後記」明和6年7月条には、「七月比ゟはゝき

星(注ーほうき星)出現相成候、東方ゟ出始て、壱間計

と見え申候所ニ、後程長く相成、［  ］八ツ時ゟ明方

迄見え申候、後程おそく出現、某事も七月廿六日見初

申候、八月廿二三日比ゟ見へ不申候事、或曰、いな

星、五穀星、軍星なとゝ色々御噂申候事」とあります。

彗星は7月26日から約１ヶ月見えたこと、彗星出現を

人々がさまざまに噂したことが記されています。また、「十

月中比ゟ西天に又はゝき星出現有之、暮六つ時ゟ五

ツ時迄、十月末よりハ見へ不申候」ともあり、彗星は10

月後半に再び見えたようです。フランス人学者メシエが発

見したこの彗星は、日本全国でも観測されており、『近世

日本天文史料』に各地の記録が収録されています。 

このほか、明和7年、同9年、安永2年に「異星出現」

に関する記事、また、明和元年11月には「日輪」が京都

で３つ、大坂で２つ出現したとの記事があります。 

《８．宇野家文書「風説書写」》 

「風説書写」(宇野家文書12)は、江戸時代、萩藩

熊毛宰判下久原村(現岩国市周東)に居を構え、幕末

期、近隣諸村の庄屋を務めた宇野家に残された文書で

す。この文書の中に、安政5年(1858)8月、ドナチ彗星

を眼にした時のようすが記されています。ドナチ彗星はとて

も大きな彗星で、当時79才であった記主(名前の記載

無し)は、「これまで自分は３度『掃木星(注ーほうき星)』

を見たことがあるが、今回のような大きなものは初めて見

た」とその大きさに驚き、「古今の『珍星』だと世間で評判に

している」とも記しています。18C後期～19C中期に生きた

79才の老人が、生涯で3度彗星を見たと述べているのも興

味深い点です。 

《９．内田家文書「彗星之説」》 

江戸時代後半、萩藩小郡宰判台道村(現防府市)の

庄屋を務めた内田家の文書に「彗星之説」があります(内

田家文書和漢174)。年欠(幕末期ヵ)で記主も記されて

いませんが、その内容は、「去ル七月」、戌亥(西北)の方

角に毎夜現れた「木曜星」を「豊年の吉星」とする考えを述

べたものです(下写真・釈文参照)。 

記主は、この星を「ほうき星」と呼んだり、「悪星」とみなす

ことは間違いだとし、陰陽師として名高い安倍晴明の時代

のエピソードを紹介しています。かつてこの星が出現した際、

人々が「悪星が出た」と嘆くと、晴明はそれを否定し、これは

「吉星」であり、「この星を信じ、祭り奉るものは『大福長者』

になること間違いない」、「大吉星である」と力説したといいま

す。また、星に五穀(米・粟・稗・大豆・小豆)を戌亥の方

角に向け捧げると良いこと、また、この星が出現する間は

年々豊作で、特に火難・水難を逃れ、厄年にも少しも祟り

がない、という話を紹介しています。 

古来、彗星の出現は、凶兆(不吉なことのまえぶれ)と捉

えられることが多いのですが、一方でこのように吉事として理

解されることもありました。吉凶いずれにせよ、ひとびとが彗

星出現を天からの何らかのメッセージと理解しようとしていた

ことがよくわかります。 
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✴  
 自然現象 「天文図解」より「渾天地儀図」(内田家文書 和漢173） 

「天文図解」～江戸時代の天文・暦学入門書～ 

《「天文図解」について》 

「天文図解」は元禄2年(1689)、京

都の医師で天文学者でもあった井口常範

(じょうはん・つねのり)が一般向けに著し

た、わが国初の天文書です。 

当時、天文・暦学の分野では渋川春

海(安井算哲)が出て、それまで全て中国

からの輸入に頼っていた暦を初めて日本

人の手で作成しました(貞享暦)。彼はさら

に、江戸幕府に新設された天文方に着任

しています。 

天文や暦学についての知識は、それま

で土御門家など朝廷に関わるごく一部の

人々に限られていましたが、この「天文図

解」が刊行されたのは、ようやく一般の

人々が天文や暦に関心を持ち始めた時

期でした。「図解」と名が付けられているよ

うに、図を豊富に用い、一般の人々にも

親しみやすい入門書となっています。 

それでは、「天文図解」に掲載された図

のいくつかを見てみましょう。 

《渾天儀(こんてんぎ)》 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①は「渾天儀」という天体の位置を観

測する道具で、中国では漢の時代から使

用されていました。渋川春海もこれを使っ

て天体観測をしています。中の輪は自由

に回り、これを星に合わせて角度を測定し

ました。 

《衆星図(しゅうせいず)》 

「衆星図」は星座や星の位置を示した

もので、北極星を中心として天空が円形

に描かれています。次頁の図②は渋川春

17 

須弥山(しゅみせん)図 

古来、仏教の世界観で

は、世界の中央に巨大な須

弥山がそびえ立っていると考え

られてきました。「天文図解」

の冒頭の挿絵でこれが紹介さ

れています。 

しかし、別の箇所では「渾

天地儀図」(頁上図)のよう

に、丸い地球を紹介してお

り、天体の観測をとおして世

界を理解しようとする立場か

らすると、対極の世界観だった

といえるでしょう。 

図① 

④ 
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海が著した「天象列次之図」からの写しです。 

現在、私たちは西洋の天文学に由来する星座や星の

名前に親しんでいますが、江戸時代においては、それらは

全て中国由来の呼び名でした。例えばプレアデス星団は

「昴（すばる)」、七夕でおなじみの琴座のベガは「織女

星」、夜空で一番明るいシリウスは「天狼星」と呼ばれまし

た。中国の星図では、天は北極星を中心として28宿に

分けられ、それぞれに星座名があてられています。 

渋川春海は、自らの観測結果をもとに、中国の星座の

位置の修正や日本独自の新たな星座名を追加しまし

た。その成果として出版されたのが「天文成象」で息子の

名前で出されました。「太宰府」やその長官名である「大

弐」などの日本風の名前が用いられています。わが国で

は、彼が作成した星図は幕末にいたるまで使われました。 

当 館 は「星 象 方 図

(筆)」(小川五郎収集資

料432)という星図を所蔵

しています(図③)。昭和

13年(1938)に写された

もので、原図は天保15年

(1844)のものであること

以外は詳細不明です。しかし描かれている内容は渋川

春海の「天文成象」と同じで、彩色の仕方などは水戸藩

の地理学者長久保赤水による「天文成象」(京都大学

所蔵)によく似ています(ただし北極、南極を中心とした円

星図は描かれていません)。このあたりにも、渋川春海の

後世に及ぼした影響の大きさが感じられます。 

《日食・月食》 

満月の日にちょうど月が地球の陰に隠れるのが月食、

新月の日に月が太陽と地球の間に入り太陽が欠けるの

が日食です。その仕組みが図で説明されています(図④)。 

日食や月食などの天体現象は、天からの重要なメッセー

ジと考えられ、日食や月食の起こる日を正確に計算し暦に

記すことは大変重要な作業でした。できるだけ精度の高い

暦が必要で、そのため、過去、何度も改暦が行われまし

た。それらの暦は何れも中国からの輸入品でしたが、前述

のように初めて国産に成功したのが渋川春海で、「貞享

暦」と呼ばれます。渋川春海は元々は幕府お抱えの囲碁

棋士でしたが、天文・暦学の知識に優れ、初めて幕府の天

文方となっています。ちなみに萩藩の天文師松本筹海も江

戸で渋川春海に学んでいます。 

 

 

《九重天之図》 

 当時、地動説の考え方はまだ日本に紹介されておらず、

地球を中心に、その周りを月をはじめ水星、金星、太陽、

火星、木星、土星、星座などが同心円状に回っていると理

解されていました。図⑤はイエズス会の

宣教師であるマテオリッチが著した世界

図「両儀玄覧」からの引用で、地球を

中心とした同心円が描かれています。 

 なお、文中に「地球」という言葉が出

てきますが、これは日本で刊行された

書物の中では、初めての使用例と

されています。 

 

図② 

図③ 

図④[月食の図] 

図⑤ 

(ママ) 



第19回中国四国地区アーカイブズウィーク（山口県文書館） 

 

 

 

 

 

 

 

✴  
 自然現象 康煕字典（三卿伝史料1486~1525） 

『康煕字典』と自然現象  

《当館所蔵の『康煕字典』 》 

『康煕字典』は、清の第4代皇帝である

康煕帝が康煕49年(1710)3月の勅命

で張玉書、陳延敬らに編纂を命じ、康煕

55年に完成した漢字字書です。古代字

書の集大成と言え、その影響は大きく、後

漢に編纂された中国最古の漢字字書

『説文解字』と並び称され、これ以降、多く

の字書は、『康煕字典』にならって「典」を

書名に用いるようになりました。親字数は

47,035字で、その他に古体の異体字を

1,995字 収 め る と さ れ る の で、併 せ て

49,030字となります。 

康煕55年は、我が国で言えば江戸時

代の享保元年に当たり、徳川吉宗が第8

代将軍に就いた年です。それから64年後

の安永9年(1780)、底本の誤り900余

条を指摘する「琢屑」と日本人読者のため

の利用手引き「初学索引」を附録として

加え、さらに本文の誤りを修正したうえで

日本の安永版が翻刻刊行されました。そ

の後、中国では、清の第8代皇帝である

道光帝の道光7年(1827)の勅命により、

『康煕字典』の改訂作業が進められ、道

光11年に刊行されました。道光版では

2588条の訂正が加えられましたが、安永

版を参照していないので、訂正が不十分

な点もありました。 

当館所蔵の『康煕字典』は二揃で、三

卿伝史料と蔵田家文書に含まれます。三

卿伝史料のものには、フリガナ、返り点が

みられ、日本で刊行されたものであることが

分かります。また、大きさから明治以降出

版された袖珍(ポケット)版のものであると

考えられます。それに対し、蔵田家文書の

ものは、「道光七年奉旨重刊」とあるの

で、清で刊行した道光版と判断できます。  

《『康煕字典』と私たち 》 

『康煕字典』が刊行されてからは、そこに

掲げられる漢字の字体・字形が活字を作

る際の規範となり、日本でも戦前の明朝

体活字(旧字体)の設計はおおむねこれに

18 

段氏説文解字注 

(吉田樟堂文庫1805) 

中国最古の字書は後漢の

許慎により編纂された『説文

解字』です。 

当館では清代の訓詁学者

段 玉 裁(1735～1815)の

研究成果である『段氏説文

解 字 注』(吉 田 樟 堂 文 庫

1805)を所蔵しています。  

⑤ 
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よっていました。また、国語審議会が平成12年(2000)

「表外漢字字体表」を答申し、表外漢字(常用漢字表

以外の漢字)における印刷文字の標準字体を定めました

が、ここでも『康熙字典』に基づく字体が主に選ばれるな

ど、『康煕字典』は現在の私たちの言語活動にも欠かせ

ないものとなっています。 

《『康煕字典』を使う 》 

『康煕字典』雨部には自然現象を表す文字が含まれ

ますが、総数353字の中から先年PM2.5が話題になった

際に中国語圏で用いられることの多かった「霾」を例にして

『康煕字典』の調べ方を見ていきましょう。因みに「霾」

は、音読みでは「漢音バイ、呉音マイ」、訓読みでは「つち

ふる」です。「霾」の解説の一部を以下に示しますが、本

来は囲みで示される書名を便宜上、【  】で表していま

す。唐韻は唐代、集韻は宋代、韻會は元代、正韻は明

代に編纂された字書です。説文は上述の『説文解字』で

後漢の許慎が編纂した最古の字書です。 

【唐韻】莫皆切 【集韻】【韻會】【正韻】謨皆切竝音

埋【說文】風雨土也从雨貍声 

まず、文字の読みを示しますが、表音文字がないので

二字の漢字の子音、母音の組合せ(反切)で表します。

【唐韻】「莫皆切」は「莫(ばく)」の子音と「皆(かい)」の母

音の組合せを示し、「ばい」と読むことができます。【集韻】

【韻會】【正韻】には「謨皆切」(謨の呉音はもく)「竝音

埋」(埋の音に同じ)とあり、現代中国の読み「まい」(日本

では呉音読み)と同様になっています。【說文】には意味が

示してあり、「風雨土也」の解釈が難しいですが、三卿伝史

料の返り点に従えば、雨を名詞ではなく動詞として考え、

「風が土をふらす」の意味にとることができます。白文では解

釈が難しいものについては、日本で刊行されたものを参照

することも一つの方法です。  

《雨部の漢字から新たな語彙を造る 》 

PM2.5が話題となった2013年、空中に浮遊物が漂う

状態を示す「霧霾」が流行語となりました。「霧」「霾」は単

に自然現象を表す漢字ですが、熟語となることでマイナスの

意味を持つ語彙となりました。英語の「スモーク」「フォグ」か

ら「スモッグ」が生まれたのと似ていますが、中国語ではこの

「スモッグ」を「霧霾」と訳しています。 

そのほか、雨部にある漢字から生まれた語彙として「霹靂

舞」があります。「青天の霹靂」の霹靂で、雷の意味です。

直訳すると雷ダンスという意味になりますが、「ブレイクダン

ス」の意味で使われています。かつて日本に見られた「雷

族」を彷彿させます。 

今後も気候変動の激化や若者文化の多様化に伴う新

たな自然現象、社会現象を表現するにふさわしい雨部の

漢字を使った語彙が造られていくことでしょう。 

【参考文献等】 

● 谷本玲大 著訳『概説「康煕字典」』、文字文化協会、

2015年  

● 文化庁ウェブサイト 

▲「霾」部分の比較(左：明治以降の袖珍版『康煕字典』〈三卿伝史料1521〉、右：道光版『康煕字典』〈蔵田家文書397〉） 
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✴  
 自然現象 関東大震災で被災した「因対問答」(毛利家文庫75維新記事雑録30) 

関東大震災で被災した毛利家文庫 

《関東大震災》 

大正12年(1923)9月1日午前11時

58分、大地震が関東南部を襲いました。

M7.9、関東大震災です。この未曾有の

自然災害による死者は99,331名、負傷

者103,733名、焼失家屋は447,128

戸、罹災者数は340万人に及びました

(「関東大震災」『国史大辞典』吉川弘文

館)。 

当館が所蔵する「毛利家文庫」は、当

時、東京高輪の毛利邸で保存されていま

した。明治以降、毛利家が行った修史事

業の史料として利用するためです。事業を

担当した同家記録課の日記(毛利家文

庫19日記57「文庫日記」)などから、震

災後の毛利家および毛利家文庫のようす

を知ることができます。 

《高輪毛利邸の被害状況》 

高輪毛利邸は、地震による火災被害

や建物の倒壊などは免れたものの、瓦の

落下、壁土の剥落といった被害は建物各

所にみられました。「毛利家文庫」が保存

されていた煉瓦造りの書庫も、屋根瓦のほ

とんどが落ち、四方の壁に亀裂が生じ、窓

ガラス13枚が破損、書庫内は壁土が剥

落、書棚が倒れ、文書が散乱する状況で

した。後日、雨漏り対策として書架を油紙

で覆う作業を行っています。  

毛利邸の庭園には、震災直後から周

辺住民が数多く避難してきました。地震後

の大火災から逃れるとともに、震災後流布

した朝鮮人の襲撃というデマにおびえ、安

全な場所を求め集まってきたのです。根拠

のない流言の広がりから、隣町では自警

団も組織されました。毛利邸では3日夜か

ら邸内の男子職員全員(中学生以上)で

夜警にあたり、邸内巡羅を開始しました。

震災後毛利邸は、約１ヶ月間、極度の

混乱と緊張状態に置かれました。震災被

害を免れた書庫内の「毛利家文庫」も、こ

の間決して安穏とはしていられなかったで

しょう。 

19 

   維新史料編纂会 

 (写真は工学部大学校舎/ 

  田中保彦収集資料92) 

維新史料編纂会は、明治

44年 (1911)5月、国家事

業として維新史料を収集・編

纂するため文部省内におかれ

た機関です。初代総裁は井

上馨、顧問に山県有朋ら元

老が就任し、委員には東京

帝国大学教授三上参次の

ほか、毛利家修史事業の中

心人物であった中原邦平も

加わりました。成果物として

『大日本維新史料』が有名

です。昭和24年、業務は東

京大学史料編纂所へ引き継

がれました。 

⑥ 
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 《被災した２冊の毛利家文庫》 

当時毛利家は、維新史料編纂会に「忠正公実録 

四」(4忠正公129〈14の４〉)と「因対問答」(75維新記

事雑録30)を貸し出していました。この2冊が地震後の火

災で大きな被害を受けてしまいます。 

維新史料編纂会は、維新史料の蒐集・編纂を行う政

府直轄機関でした。同会事務局のあった旧工学部大学

校舎は、9月1日夜発生した火災で焼失します。幸い別

棟の書庫1棟と付属木造家屋2棟、および事務所内の

金庫は難を逃れ、編纂原稿や借入資料、図書の多くは

無事でした。それでもこの火災で物品3,664点、図書

1,332部、借入資料864点が失われたといいます。 

毛利家から貸し出されていた2冊は、事務所の金庫内

で保存されていました。金庫自体は無事でしたが、２冊

を納める金庫が転倒し火災の猛火に包まれました。その

結果、２冊は「焦損」(燻され焼け焦げた状態)となってし

まったのです。 

 11月、維新史料編纂会は事務局長柴田駒三郎の詫

状を持参し毛利家を訪れました。柴田は借用文書が損

傷してしまったことを深く詫びるとともに、損傷した文書に

表紙の付け替えや裏打ちなどの処置を施し返却したいと

告げています(下写真。「書類貸借手形仮綴」毛利家文

庫9諸省591〈3の3〉)。現在「毛利家文庫」に残るのは、

修理後、毛利家に返却された当時のものです。 

《関東大震災と毛利家文庫》 

維新史料編纂会が修理後返却した２冊の文書は、焼

け焦げた痕が痛々しく、高温で燻されたことを伝えていま

す。2冊は、「毛利家文庫」が関東大震災の経験者、被

災者であったことを今に伝えるものです。幸い大きな被害を

受けなかった「毛利家文庫」本体も、あるいは風向きによっ

ては、２冊同様に猛火に包まれ、焼け焦げ、焼失してし

まっていたかもしれません。そうなっていれば、そののち日本で

最初のアーカイブズとして山口県文書館が設置されることも

なかったでしょう。この2冊は、自然災害は常に身近にあるこ

と、一度発生すれば破滅的な被害をもたらすものであるこ

と、そうしたメッセージを当館の書庫から静かに発しつづけて

いるのです。 

大震災から7年後の昭和5年(1930)、毛利家は、当

時最先端の耐震理論、耐震建造物を参考に、建築技師

原竹三郎に鉄筋コンクリート造りの新書庫を設計させ、完

成させました。大震災の経験をふまえ、「毛利家文庫」を災

害から守り、後世へと確実に伝えるための対応でした。 

＊詳しくは山﨑一郎「近代における毛利家文庫の保存

施設と災害」(『山口県文書館研究紀要』第40号) 

維新史料編纂事務局長柴田駒三郎の詫状(部分)／被災当時のようすを記すもの 
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＊ゴシックが写真部分の釈文 
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✴  
 自然現象   被災した玖珂郡新庄村隔離病舎（「ルース台風一件」県庁戦後A衛生部101） 

ルース台風と医療施設 

《伝染病院・隔離病舎の被災》 

昭和26年(1951)10月14日の夜半

から翌15日にかけ山口県を横断したルー

ス台風による人的・物的被害は甚大で、

死者281名、重軽傷者1869人、流失

家屋1256戸、全壊家屋3707戸に及び

ました。 

建物への被害は医療施設も例外では

なく、感染症流行のリスクの高い災害時

に、その対応の中心となるべき伝染病院

や隔離病舎の被災状況は深刻でした。

保健所や市町村からの報告に基づき山

口県がまとめた調査結果には、被災状況

を示す写真も添付されています(「ルース

台風一件」県庁戦後Ａ衛生部101)。

上の写真は玖珂郡新庄村(現柳井市)の

隔離病舎です。建物半壊30坪分、復旧

見込金額30万円でした。同郡秋中村隔

離病舎(現岩国市、1棟を残し全部流

失)、熊毛郡高水村隔離病舎(現周南

市、全棟破壊)などのように、「使用不可

能」「復旧の見込みなし」と判断された施

設もありました。 

明治30年(1897)制定の伝染病予防

法により、市町村の伝染病予防事業に対

する地方税の補助額が定められたことをう

けて、県内各地で伝染病院や隔離病舎

の設立が進みました。昭和26年、ルース

台風の襲来前に実施された現況調査によ

れば、明治30年代に設立された病院・病

舎が、戦後も改修などを経つつ使用されて

いたことが分かります(「伝染病院隔離病

舎調査表」県庁戦後A衛生部53)。 

伝染病院や隔離病舎は急性感染症

対策を目的に設置された医療施設です

が、地域によっては、こうした施設への医療

スタッフ配置や施設の充実化が、地域の

医療環境全体の向上を促した側面もあり

ました。しかし現在、これらの施設がかつて

の姿をとどめる事例は稀であるため、ルース

台風の被災をきっかけに撮影された病院・

病舎の写真は、地域医療の歴史を知る

上でも貴重な記録であるといえます。 
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⑦ 

伝染病院隔離病舎調査表 

昭和26年(1951)時点で

県内に所在した伝染病院や

隔離病舎について、建築年

月日、最終補修改築年月

日、建築様式、坪数、病床

数、設置位置などの記載があ

ります。一部の病院・病舎は

写真も添付されています。 

 （県庁戦後A衛生部53） 

豊浦郡豊田中村(現下関市)の

隔離病舎（明治31年建築、昭

和23年に最終改修改築) 
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《新病院の設立計画》 

ルース台風に際し、日本赤十字社山口支部は、被害

が深刻であった玖珂郡坂上村・桑根村・河山村・秋中

村を対象として計6回にわたり救護班を派遣しました。派

遣された医師・看護婦ら医療スタッフはのべ31名、救護

した患者数は839名にのぼりました。 

この救護活動の翌年8月、同支部は山口県に対し

て、玖珂郡北部への赤十字医療施設(仮称「日本赤十

字社玖北赤十字病院」)新設に対し補助を求める陳情

書を提出しました。設立の理由として挙げられたのは、当

該地域の医療環境の不備でした。平時から、重患発生

時には岩国・広島方面への搬送を要する状況であること

から、新たな赤十字医療施設の設立は、平時・非常時と

もに住民に「安全感」を与え、地方保健衛生に寄与でき

る、と述べられています。 

設立候補地は玖珂郡河山村(現岩国市)であり、敷

地1千坪に木造2階建てで、20床の病棟が計画されまし

た。そして、建設経費の捻出方法については、県・河山

村・地元企業からの補助金・協力金のほか、海外在住

玖珂郡出身者からの援助が期待されていました。下の資

料にもあるように、玖珂郡は近代以降、北米やハワイへ

移民を多く送出してきた地域的特性があり、既にアメリカ

(ロサンゼルス)在住の玖珂郡出身者から義捐金が送られ

ていたことから、新病院設立にも協力が期待できると考え

られました。なお、同趣旨の陳情書は、玖珂郡内9町村

からも提出されています。 

結果として、山口赤十字病院・小野田赤十字病院・

山口赤十字病院付属下関診療所に続く4番目の県内

赤十字医療施設の設立計画は実現に至りませんでし

た。しかし、自然災害をきっかけに、災害発生以前から地

域が抱えていた問題が顕在化した様子を見ることができま

す。 

【参考文献】 

日本赤十字社山口支部編『百年のあゆみ 日本赤十字社山口支部』(1991年) 

  「赤十字医療機関設置に関し陳情の件」 

 昭和27年8月、日本赤十字社山口支
部から山口県に提出されました。内容の

抜粋は右の通り(一部の漢数字はアラビア
数字に改めています）。 

  (「陳情一件」県庁戦後A衛生部9) 

第三 設置の具体的計画 

(1)位置 玖珂郡河山村 

 交通関係並に医療機関布置の現況、将来の見通し、村の受け入れ態勢等よりして適当と思

考する 

(2)名称 日本赤十字社玖北赤十字病院（仮称） 

(3)診療科目 内科・外科・小児科 

 将来地方の要望と実情を考察し、診療科目を増設する  

(4)職員組織  医師3名(内1名所長)・薬剤師1名・看護婦6名(内1名婦長)・事務員2名（内1名事

務長）・雇員3名  計15名 

(5)建設経費 

 ①敷地買収費 整地費 

 敷地約1千坪、村営診療所の敷地を充当する、関係方面で現地調査の結果、予定の位置は

病院設置の要件に適し、且つ今後の水害その他の災禍を考慮するも安全性確実である 

 ②本館 木造2階建て  

(中略）  

(6)診療自動車 

 周辺町村移動診療・災害救護並に患者往診・急患者輸送のため小型自動車を準備する    

(7)建設経費造成方法 

   本館・別病棟・内容設備費・診療自動車・その他を包括して概算1千万円を必要とする、これ

が造成を左の方法によるものとして 

 ①河山村・河山鉱業所において協力援助する金額凡600万円 

 ②山口県 災害復興の恒久的施設の一助として殊に従来医療に恵まれない地域の福祉施

設助成の一方途として援助を希う、凡300万円 

 ③海外在留者の援助 玖珂郡は米国・布哇・其の他に在住する邦人県下で最も多数を占

め、今回の災禍に対しても義捐金の送達もあり、本計画の実現に協力せらるる融資者もあると

思考せらるるので、赤十字が主体となって依頼の書面を発送して応援を求め、完成に支援を

受くること凡100万円 

 ④日赤山口支部の企画 日本赤十字社山口支部の財政状態よりして、臨時出資の途なき

も、設立後の経営に関しては赤十字の方針に則り、公的医療機関の使命を荷い最善を尽し、

将来の維持に関しては設立当初数年間は収支の伴わざる状態も考えられるので、此の際周

辺町村其の他関係方面の協力を得て、経営準備資金をも若干用意するを必要とし、赤十字と

しては専ら診療運営方面に鋭意努力する計画である 
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 解説シート目次 

 

柱 No シート名 担当 

天気 1 大内氏と天気(1) 田村 

2 大内氏と天気(2) 田村 

３ 「天気」の見舞い  吉田 

４ 書状に見える気候の見舞い(1) 吉田 

５ 書状に見える気候の見舞い(2) 吉田 

6 あの日の天気は？～戦前の天気図から～ 山本 

7 日光浴から紫外線浴へ(1) 真木 

8 日光浴から紫外線浴へ(2) 真木 

9 お天気相談室 重田 

気候 10 雨乞の基準と手続き 重田 

11 天気と身近な信仰 河村 

12 山口県の気象調査(1) 河村 

13 山口県の気象調査(2) 河村 

自然現象 14 彗星・流星・日食と文書館資料(1) 山﨑 

15 彗星・流星・日食と文書館資料(2) 山﨑 

16 彗星・流星・日食と文書館資料(3) 山﨑 

17 「天文図解」～江戸時代の天文・暦学入門書～ 山本 

18 『康煕字典』と自然現象 吹屋 

19 関東大震災で被災した毛利家文庫 山﨑 

20 ルース台風と医療施設 真木 

 

 

 

 

 

 

 

 

挿図 表紙：「天文図解」(内田家文書和漢173)より「天象列次之図」／裏表紙：同「渾天儀図」 

  

印刷の関係上、画像が鮮明でない写真もありますが、このシート

は後日、当館のウェブページ(右 QR コード)上にカラーで掲載しま

すので、合わせて御覧ください。 
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